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第１ 報告書の作成に当たって 
 

 本市の教育行政については，人間尊重の精神を基盤とした，知性にとみ，心身ともに健全な風格をそ

なえた水戸人の形成を教育目標として掲げ，教育委員会の機能を十分に生かしながら，進取の精神をもっ

て教育活動を推進してきた。 

 教育委員会制度の今日的状況については，平成 18年の教育基本法の改正を受け，地方分権の理念の下，

教育における地方の裁量を拡大する一方，教育委員会の責任体制の明確化，その体制の充実・強化を図

る趣旨から，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地教行法」という。）の改正がなされ，

教育長に委任することができない事務の法定化，委員への保護者の選任の義務化などが行われたところ

である。 

 また，地方教育行政の権限と責任をより明確化するため，教育長を教育委員会の主宰者・代表者とす

るなどとした改正地教行法が平成 27年４月に施行された。 

 こうした状況の中，各地方公共団体における教育行政については，合議制の執行機関である教育委員

会と，会議を構成する教育長及び教育委員が，自らの責任を十分に果たし，住民の期待に応
こた

えつつ，公

正かつ適正に行われることが必要となっている。 

 このたびの教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価については，教育委員会の責任体

制の明確化に向け，毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について，第三者の知見を活用し

た点検及び評価を行い，その結果に関する報告書を議会に提出し，公表することにより，市民への説明

責任を果たしていくものである。 

 水戸市教育委員会においては，本年度，次のとおり点検・評価を実施した。 

 なお，本市は平成 28 年度から国田小中学校を国田義務教育学校に移行しており，当該報告書におい

ては，小学校には義務教育学校前期課程，中学校には義務教育学校後期課程が含まれている。 

 

１ 点検・評価の対象 

  令和３年度における教育委員会の活動状況及び主要な施策の実施状況 

   

２ 点検・評価の方法 

  教育委員会の活動状況及び主要な施策の実施状況に対する自己評価を行った上で，その内容につい

て，水戸市教育事務評価専門委員（３人）から意見を聴取し実施した。 

  常磐大学人間科学部特任教授      小 島   睦 

  元水戸市立三の丸小学校長       鬼 澤 真 寿 

茨城大学教育学部准教授        小 林 祐 紀 
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３ 令和３年度における主要な施策の目標指標に対する評価と今後の取組の方向性 

「第３ 施策の実施状況」は，令和３年度水戸市教育行政方針に掲げた事項についての進捗状況や

具体的取組等を記載したものである。なお，昨年度に引き続き，新型コロナウイルス感染症に対する

様々な対策を講じながら事業に取り組んできたことから，どのように工夫を凝らし，事業を進めたの

かなどについても記載している。 

目標指標に対する評価の基準及び今後の方向性の内容は，次のとおりである。 

 

⑴ 目標指標に対する評価 

評 価 評 価 基 準  

Ａ 目標を達成することができた。前年度に比べ，成果が向上した。 

Ｂ 概ね目標を達成することができた。前年度と比べ，成果は同程度の水準であった。 

Ｃ 目標の達成に向け取組を進めたが，一部達成できなかった。 

Ｄ 事業に着手しなかった。 

― 評価なし（新型コロナウイルス感染症の影響により，事業が実施できなかった。） 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により一部のみ実施した事業等については，実施した範囲内

での評価とする。 

 

⑵ 今後の取組の方向性 

評 価 評 価 基 準  

拡 充 将来への必要度が高く，今後もさらなる事業の拡充が必要である。 

継 続 現在の事業水準を維持し，継続して実施する。 

見直し 事業は継続して実施するが，実施手段・執行体制等の見直しが必要である。 

廃 止 事業を廃止又は休止する。 
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４ 報告書の策定経緯 

期  日 内  容 

令和４年５月19日（木） 

教育委員会定例会開催 

○ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報

告書（案）について協議 

令和４年７月７日（木） 

教育委員会定例会開催 

○ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報

告書（案）について協議 

令和４年７月21日（木） 

教育委員会臨時会開催 

○ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報

告書（案）について協議 

令和４年７月28日（木） 
専門委員意見聴取 

○ 「教育委員会の活動状況」，「施策の実施状況」等について 

令和４年８月４日（木） 

５日（金） 

専門委員意見聴取 

○ 総 評 

令和４年８月18日（木） 

教育委員会定例会開催 

○ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報

告書の決定 

 

【参考】 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 （教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 26条 教育委員会は，毎年，その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任され

た事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等に委任された事

務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い，その結果に関する報

告書を作成し，これを議会に提出するとともに，公表しなければならない。 

２ 教育委員会は，前項の点検及び評価を行うに当たっては，教育に関し学識経験を有する者の知

見の活用を図るものとする。 
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第２ 教育委員会の活動状況 

 

１ 教育長及び教育委員の状況 

 

 教育委員会は，学校教育，社会教育等の地方公共団体における教育に関する事務を所掌し，市長か

ら独立した合議制の執行機関として設置されているが，地方公共団体の中で完結して教育事務を担っ

ているのではなく，教育長及び委員の任命や予算の編成・執行等は市長の権限にあり，市長と役割を

分担しながら，一つの地方公共団体として調和のある運営が図られている。 

 なお，「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が平成 27年４月１日に

施行され，教育行政の責任体制の明確化を図るため，教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」

の設置が位置付けられたところである。 

 これに伴い，水戸市は，平成 28年 10月５日に新「教育長」を任命し，新制度による運営体制となっ

たことから，本市教育委員会は，教育長及び４人の委員をもって構成する。 

 教育長は人格が高潔で，教育行政に関し識見を有するもののうちから，市長が議会の同意を得て任

命するものであり，教育委員会の会議を主宰し，教育委員会を代表するとともに，教育委員会の権限

に属する全ての事務をつかさどる。 

 また，委員は，人格が高潔で，教育，学術及び文化に関し識見を有するもののうちから，市長が議

会の同意を得て任命するものであり，委員の選任に当たっては，地教行法の改正を踏まえ，保護者も

委員としている。 

 氏  名 任  期 就任年月日 備  考 

教育長 志 田 晴 美 
令和元年12月27日 

～令和４年12月26日 
令和元年12月27日 行政経験者 

委 員 

（教育長職務代理者） 
東小川 昌 夫 

平成30年10月１日 

～令和４年９月30日 

平成26年10月１日 

(平成30年10月１日再任) 
元市立中学校長 

委 員 冨 田 敎 代 
 令和３年３月25日 

～令和７年３月24日 

平成28年７月１日 

(平成29年３月25日再任) 

(令和３年３月25日再任) 

大学教授 

委 員 篠 﨑 和 則 
令和３年12月21日 

～令和７年12月20日 

平成29年12月21日 

(令和３年12月21日再任) 

弁護士 

（保護者） 

委 員 丸 山 陽 子 
令和元年10月４日 

～令和５年10月３日 
令和元年10月４日 医 師 
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２ 会議の開催状況 

 

  合議制の執行機関である教育委員会の会議においては，水戸市教育委員会事務委任規則第２条各号

に掲げる事務や，特に協議を要する事項について審議し，決定をするものであり，その他は教育長に

委任し処理させている（【参考１】を参照）。 

  教育委員会の会議には，毎月開催する定例会と，必要に応じて開催される臨時会とがある。 

  令和３年度の会議の開催状況については，定例会 12回，臨時会５回，計 17回の会議を開催し（【参

考２】を参照），議案 43件，報告（専決処分）２件，協議６件の計 51件について審議を行った（【参

考３】を参照）。 

 

【参考１】 

 水戸市教育委員会事務委任規則（抜粋） 

 （教育長に対する委任事務） 

第２条 教育委員会は，次の各号に掲げるものを除き，その権限に属する事務を水戸市教育委員会

教育長（以下「教育長」という。）に委任する。 

 ⑴ 法（注：地方教育行政の組織及び運営に関する法律）第 25条第２項各号に掲げる事務 

 ⑵ 附属機関の委員を任命し，若しくは委嘱し，又は解任すること。 

 ⑶ 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申するこ

と。 

 ⑷ 社会教育委員を委嘱すること。 

 ⑸ 教科書を採択すること。 

 ⑹ 附属機関に対して重要な諮問をすること。 

 ⑺ 市文化財を指定し，又は指定を解除すること。 

 ⑻ 訴訟，不服申立てその他の争訟に関すること。 

 ⑼ 請願，陳情等を処理すること。 

 ⑽ 社会教育主事の資格を認定すること。 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 （事務の委任等） 

第 25条 教育委員会は，教育委員会規則で定めるところにより，その権限に属する事務の一部を教

育長に委任し，又は教育長をして臨時に代理させることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる事務は，教育長に委任することができない。 

 ⑴ 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 

 ⑵ 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 

 ⑶ 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。 

 ⑷ 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事

に関すること。 

 ⑸ 次条の規定による点検及び評価に関すること。 

 ⑹ 第 27条及び第 29条に規定する意見の申出に関すること。 
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 （教育委員会の意見聴取） 

第 29条 地方公共団体の長は，歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育に

関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては，教育委

員会の意見をきかなければならない。 

 

【参考２】 

区分 定例会 

開催日 令和３年４月８日（木） 

議事内容 
[報告] 

○ 令和３年第１回水戸市議会定例会質問及び答弁内容等について 

主な意見 

○ 令和３年第１回水戸市議会定例会質問及び答弁内容等について 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により，船中泊を中止としたことについて，修

学旅行においても，ウイルスの変異株の発生など，新たな問題が出てきている現状

では，実施の判断が難しいため，今後の感染状況によって実施等の判断をするべき

ではないか。 

 

区分 定例会 

開催日 令和３年５月６日（木） 

議事内容 

[議案] 

○ 専決処分に対する意見について（可決） 

○ 水戸市教育支援委員会の委員の委嘱又は任命について（可決） 
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区分 定例会 

開催日 令和３年５月 25日（火） 

議事内容 

[報告] 

○ 市立学校におけるＩＣＴ利用環境整備と１人１台端末の活用方針について 

○ 学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について 

○ 学校の働き方改革推進事業（自動音声応答装置の設置等）について 

[議案] 

○ 水戸市総合教育研究所運営委員会の委員の委嘱について（可決） 

○ 水戸市立小中学校等教科用図書審議会の委員の委嘱又は任命について（可決） 

○ 水戸市立小中学校等教科用図書審議会への諮問について（可決） 

[協議] 

○ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書（案）に

ついて 

主な意見 

○ 市立学校におけるＩＣＴ利用環境整備と１人１台端末の活用方針について 

 ・ 教員のＩＣＴの活用能力は，学級経営の能力とは別物と考える必要がある。 

ＩＣＴの活用能力が高い教員を評価するだけでなく，その教員のつくったソフト

の共有など，教員全員のＩＣＴ活用能力向上につながることに目をむけるべきで

はないか。 

○ 学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について 

 ・ 働き方改革の一環として，部活動に関する取組が始まったことは評価すべきこ

とである。 

○ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書（案）に

ついて 

・ いじめ解消率の数値について，３月に発生したいじめの解消が３か月経過後の

状態で判断するのであれば，いじめ解消率は３月末ではなく，３か月経過後の実

質的な数値にしてはどうか。 
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区分 定例会 

開催日 令和３年７月１日（木）※オンライン会議 

議事内容 

[報告] 

○ 令和３年第２回水戸市議会定例会質問及び答弁内容等について 

[議案] 

○ 水戸市立共同調理場運営委員会の委員の補充委嘱又は補充任命について（可決） 

○ 水戸市社会教育委員の補充委嘱について（可決） 

○ みと好文カレッジ運営審議会の委員の補充委嘱について（可決） 

○ 水戸市少年自然の家運営委員会の委員の委嘱について（可決） 

○ 水戸市立図書館協議会の委員の補充任命について（可決） 

○ 水戸市いじめ問題対策連絡協議会の委員の補充委嘱又は補充任命について（可決） 

[報告（専決処分）] 

〇 専決処分について（承認） 

[協議] 

○ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書（案）に

ついて 

[その他] 

〇 「令和３年水戸市成人の日式典 in Autumn」の開催について 

〇 夏休み子どもミュージアム 「妖怪参上！」の開催について 

〇 令和４年度使用教科用図書採択までの日程について 

 

区分 臨時会 

開催日 令和３年７月 15日（木） 

議事内容 

[議案] 

○ 水戸市社会教育委員の委嘱について（可決） 

○ 令和４年度小中学校等において使用する教科用図書及び小中学校等特別支援学級

（知的障害）において使用する教科用図書の採択について（可決） 

[協議] 

○ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書（案）に

ついて 

主な意見 

○ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書（案）に

ついて 

 ・ 教育奨励論文について，単年ではなく継続して２，３年研究し，県全体に成果

が広がる取組になると良いと考える。 

 ・ 防災リーダー育成事業について，陸前高田市への民泊研修を今後オンラインに

見直すこととしているが，実際に被災地を見ることも子どもたちの防災意識を醸

成するために大切なことだと考える。 
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区分 定例会 

開催日 令和３年８月５日（木） 

議事内容 

[報告] 

○ 保育所等利用待機児童数について 

[議案] 

○ 専決処分に対する意見について（可決） 

○ 専決処分に対する意見について（可決） 

[その他] 

○ 損害賠償請求事件について 

主な意見 

○ 保育所等利用待機児童数について 

・ 県内において待機児童数ゼロを達成した市町村について，具体的にどのような

取組をしたのか調査してはどうか。 

 

区分 定例会 

開催日 令和３年８月 19日（木） 

議事内容 

[議案] 

○ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書（令和 

２年度分）について（可決） 

○ 令和３年第３回市議会定例会議案に対する意見について（可決） 

主な意見 

○ 令和３年第３回市議会定例会議案に対する意見について 

 ・ ランチルームのある学校は全国的に少ないと思うが，水戸市の強みとして，宣

伝してはどうか。 

 

区分 定例会 

開催日 令和３年 10月７日（木） 

議事内容 

[報告] 

○ 令和３年第３回水戸市議会定例会質問及び答弁内容等について 

○ 令和３年度全国学力・学習状況調査の結果について 

[その他] 

○ 水戸東照宮創建 400 年記念特別展「徳川頼房 －初代水戸藩主の軌跡－」の開催

について 

主な意見 

○ 令和３年第３回水戸市議会定例会質問及び答弁内容等について 

 ・ 他県において，タブレット端末を使った書き込みによるいじめがあったことに

ついて，情報モラルの育成とあわせて，対策を検討されたい。 

 ・ 朝の登校時の立哨当番について，地域の子どもの多い・少ないによって当番の

回ってくる回数に偏りがある。学校に現状の確認などを行ってはどうか。 
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区分 定例会 

開催日 令和３年 11月４日（木） 

議事内容 

[議案] 

○ 水戸市文化財保護審議会への諮問について（可決） 

○ 専決処分に対する意見について（可決） 

[その他] 

○ 令和４年教育委員会定例会の開催日程について 

 

区分 定例会 

開催日 令和３年 11月 18日（木） 

議事内容 

[議案] 

○ 令和３年第４回市議会定例会議案に対する意見について（可決） 

○ 水戸市いじめ問題対策連絡協議会の委員の委嘱又は任命について（可決） 

[その他] 

○ 令和４年水戸市成人の日式典について 

主な意見 

○ 令和３年第４回市議会定例会議案に対する意見について 

・ 学校の増改築について，今後は，特別支援教室が増えることを想定して設計す

ることも必要であると考える。 

 

区分 臨時会 

開催日 令和３年 12月 23日（木） 

議事内容 

[報告] 

○ 令和４年度子育て支援に係る行政組織の見直し（案）について 

[議案] 

○ 県費負担教職員の懲戒処分の内申について（可決） 

○ 水戸市立学校管理規則の一部を改正する規則（可決） 

○ 専決処分に対する意見について（可決） 

[報告（専決処分）] 

○ 専決処分について（承認） 

主な意見 

○ 県費負担教職員の懲戒処分の内申について 

 ・ 飲酒運転が問題視されているにもかかわらず，事案が発生してしまっている。

教職員は自覚しなければならないと考える。 
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区分 定例会 

開催日 令和４年１月６日（木） 

議事内容 

[報告] 

○ 令和３年第４回水戸市議会定例会質問及び答弁内容等について 

[議案] 

○ 水戸市文化財保護審議会の委員の委嘱について（可決） 

[協議] 

○ 市立学校における学校外プール施設の活用について 

[その他] 

○ 特別展「渡り鳥の不思議 －行く鳥 来る鳥－」の開催について 

主な意見 

○ 市立学校における学校外プール施設の活用について 

 ・ 学校外プール施設を活用することによって，安定的に授業を実施できることは

メリットであると考える。 

 

区分 定例会 

開催日 令和４年２月３日（木）※オンライン会議 

議事内容 

[議案] 

○ 水戸市指定文化財の指定について（可決） 

[報告] 

○ 新型コロナウイルス感染症の急拡大に伴う学校の対応等について 

主な意見 

○ 新型コロナウイルス感染症の急拡大に伴う学校の対応等について 

 ・ 高校受験との関係で，受験生が濃厚接触者等になった場合でも，不利にならな

いよう，引き続き配慮してほしい。 

 ・ 教員が濃厚接触者等になり，授業の人手が不足した場合は，総合教育研究所の

指導主事を派遣する等の対応策も考えておくと良いのではないか。 
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区分 定例会 

開催日 令和４年２月 17日（木） 

議事内容 

[報告] 

○ 水戸市第６次総合計画－みと魁プラン－ ２か年実施計画（2022年度～2023年度） 

について 

[議案] 

○ 令和４年第１回市議会定例会議案に対する意見について（可決） 

[協議] 

○ 令和４年度水戸市教育行政方針（素案）について 

主な意見 

○ 水戸市第６次総合計画について 

 ・ 学力診断テストについて，個別最適な学びのために，全体の平均点を基準とす

るのではなく，一人一人の子どもの伸び率を比較して学力を捉えていく必要があ

るのではないか。 

○ 令和４年第１回市議会定例会議案に対する意見について 

 ・ 令和４年度実施予定の，子育て応援学校給食支援事業について，今後，給食費

が減額していくような印象を与えないように，物価上昇の影響による緊急的な措

置であるということを周知する必要があると考える。 

 

区分 臨時会 

開催日 令和４年３月 15日（火） 

議事内容 

[議案]  

○ 水戸市立小学校，中学校及び義務教育学校長の異動の内申について（可決） 

[協議] 

○ 令和４年度水戸市教育行政方針（案）について 

主な意見 

○ 令和４年度水戸市教育行政方針（案）について 

 ・ タブレット端末について，今後は，インターネットの利用制限や，ソフトウェ

アの使い勝手の面で改善の余地があるのではないか。 

 

区分 臨時会 

開催日 令和４年３月 24日（木） 

議事内容 

[議案] 

○ 令和４年度水戸市教育行政方針について（可決） 

○ 水戸市奨学基金条例施行規則等の一部を改正する規則（可決） 

○ 水戸市開放学級事業の実施に関する条例施行規則を廃止する規則（可決） 

○ 水戸市立学校管理規則の一部を改正する規則（可決） 

○ 水戸市教育委員会職員の人事について（可決） 

主な意見 

○ 令和４年度水戸市教育行政方針について 

 ・ 教職員の働き方改革について，進捗状況が見えるような，また，水戸市で働い

てみたいという教職員が増えるようなものにしていただきたい。 

 

-12-



 

 

区分 臨時会 

開催日 令和４年３月 31日（木） 

議事内容 

[議案] 

○ 水戸市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則（可決） 

○ 教育長の権限に属する事務の一部を水戸市立学校の校長並びに幼稚園及び幼保連

携型認定こども園の園長に委任する規程及び水戸市立学校財務規程の一部を改正す

る規程（可決） 

○ 水戸市教育委員会事務決裁規程及び水戸市教育委員会文書取扱規程の一部を改正

する規程（可決） 

○ 水戸市教育委員会の職員で特別の勤務に従事する職員の勤務時間等の特例に関す

る規則等の一部を改正する規則（可決） 

○ 水戸市教育委員会の権限に属する水戸市立幼稚園及び幼稚園型認定こども園に係

る事務の補助執行に関する規則（可決） 

○ 水戸市教育委員会の権限に属する水戸市立幼稚園及び幼稚園型認定こども園に係

る補助執行事務決裁規程（可決） 

○ 水戸市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則（可決） 

○  水戸市立幼稚園処務規程及び水戸市立幼稚園型認定こども園処務規程の一部を改

正する規程（可決） 

○ 水戸市立幼保連携型認定こども園条例施行規則を廃止する規則（可決） 

○ 水戸市立幼保連携型認定こども園処務規程を廃止する規程（可決） 
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【参考３】 

項 目 内 容 件 数 

議 案 

教育行政方針について １件（可決） 

教育委員会規則・規程の改正について 14件（可決） 

事務局及び教育機関の職員の人事について １件（可決） 

県費負担教職員の人事の内申について １件（可決） 

県費負担教職員の懲戒処分の内申について １件（可決） 

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について １件（可決） 

市議会定例会議案に対する意見について ３件（可決） 

専決処分に対する意見について ５件（可決） 

附属機関等の委員の任命又は委嘱について 12件（可決） 

教科用図書の採択について １件（可決） 

附属機関への諮問について ２件（可決） 

指定文化財の指定について １件（可決） 

報 告 専決処分について ２件（承認） 

協 議 

教育行政方針について ２件 

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について ３件 

市立学校における学校外プール施設の活用について １件 
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３ 活動実績 

 

期  日 区 分 活動内容等 出席委員 

令和３年４月１日（木） 式  典 
教職員辞令交付式出席 

（総合教育研究所） 

志田教育長 

東小川委員 

冨田委員 

篠﨑委員 

丸山委員 

令和３年５月６日（木） 視  察 
所管施設訪問 

（見川小学校：校舎増改築工事完了） 

志田教育長 

冨田委員 

篠﨑委員 

丸山委員 

令和３年８月５日（木） 視  察 
所管施設訪問 

（水戸城二の丸角櫓） 

志田教育長 

東小川委員 

冨田委員 

丸山委員 

令和３年11月18日（木） 視  察 
所管施設訪問 

（笠原小学校：校舎増築工事（Ⅰ期）完了） 

志田教育長 

東小川委員 

冨田委員 

篠﨑委員 

丸山委員 

令和４年３月31日（木） 式  典 
教職員辞令交付式出席 

（総合教育研究所） 

志田教育長 

東小川委員 

冨田委員 

篠崎委員 
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４ 総合教育会議 

 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が平成 27 年４月１日に施行

され，①教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」の設置，②すべての地方公共団体に「総合教

育会議」を設置，③教育長へのチェック機能の強化と会議の透明性，④教育に関する「大綱」を首長

が策定することとなった。 

総合教育会議は，教育に関する予算の編成・執行や条例提案など重要な権限を有している市長と教

育委員会が十分な意思疎通を図り，地域の教育の課題やあるべき姿を共有し，より一層民意を反映し

た教育行政の推進を図ることを目的に平成 27年度から開催している。 

 

〇 令和３年度第１回水戸市総合教育会議 

開 催 日 ： 令和３年 11月４日（木） 

議  題 ： 部活動の今後のあり方について 

出 席 者 ： 高橋市長，志田教育長，東小川委員，冨田委員，篠﨑委員，丸山委員 

【主な意見等】 

 ・ 多様化した習い事に合わせ，学校の部活動も，スポーツ以外の文化部を含め，選択肢を増やせる

ようにする必要があると考える。また，その際は，教員の負担とならないよう対策を講じられたい。 

 ・ 部活動で指導をするということは，教員側にとってはその生徒の人間性を知ることにもつながる

ため，その機会を逃さないよう，顧問と学校外部の指導員の連携を大切にしていただきたい。 

 ・ 試合に勝つなどの実績だけを重視するのではなく，生徒自身が成長できるような活動として取り

組んでいただきたい。 

 ・ 保護者の費用負担が発生すること等について，今後，双葉台中学校の取組を検証していくことが

大切である。 

 

〇 令和３年度第２回水戸市総合教育会議 

開 催 日 ： 令和４年３月３日（木） 

議  題 ： 青少年・若者のボランティア活動について 

出 席 者 ： 高橋市長，志田教育長，東小川委員，冨田委員，篠﨑委員，丸山委員 

【主な意見等】 

 ・ 主に大人が参加する，専門性を要するボランティアにも青少年が参加できるよう，受け入れ体制

の工夫を図られたい。 

 ・ 児童生徒にボランティアを身近に感じてもらうためにも，学校側が子どもたちに何を学ばせたい

かを考え，積極的にボランティアに送り出す姿勢が重要であると考える。 

 ・ 中高生だけではなく，ボランティアの情報が届きづらい大学生や専門学生等の若者も，市民協働

部，福祉部及び教育委員会で連携をとりながら，今後取り入れていく必要があると考える。 
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５ 活動状況に関する評価 

 

⑴ 会議の運営 

○ 教育委員会会議においては，人事案件や規則・規程の制定等，法律上必要とされる案件ととも

に，時代や社会の変化に応じて新たに取り組むべき施策等，多岐にわたる教育課題について，各

委員の専門的見地から積極的な議論がなされており，会議は充実したものとなっている。 

また，令和３年度は，感染症拡大等の非常事態においても安定した会議の運営をするため，第

７回定例会を初めてオンライン形式で実施し，令和４年２月に県のまん延防止等重点措置が適用

された際にも，第２回定例会をオンライン形式で円滑に実施することができた。 

 

○ 本報告書のいじめ解消率について，３学期に起きたいじめの解消が含まれていなかったことか

ら，いじめ解消の定義を踏まえ，３か月経過後の解消率に変更し，より実態に則したものにする

ことができた。 

 

○ ＩＣＴを活用した授業について，今後，タブレット端末を日常的に持ち帰るための通信環境の

確保や教員のＩＣＴ活用能力の向上，情報モラル教育の必要性など，様々な課題の解決策につい

て意見を交わすことができた。 

 

○ 休日部活動の地域移行の推進について，月謝等の保護者負担の軽減を目指すことや，文化部に

も目を向け，さらなる部活動の充実を図るべきであることなど，教職員の働き方改革以外の視点

でも活発に議論がなされた。 

 

 

⑵ 会議以外の活動 

○ 校舎増改築工事が完了した見川小学校及び見川中学校を視察し，小・中学校共有の省スペース

化された建物配置や，児童生徒が安全・安心に学ぶことのできる学習環境について，理解を深め

ることができた。 

 

○ 復元工事が完了した水戸城二の丸角櫓を視察し，復元技術について学ぶとともに，観光資源と

してだけではなく，水戸市ならではの文化財を教育現場でどのように活用するかについて考える

機会となった。 

 

○ 校舎増築工事（Ⅰ期）が完了した笠原小学校を視察し，児童の増加に対応できる教室数確保の

重要性について再認識することができた。 

 

○ 児童生徒や教職員の新型コロナウイルス感染状況や，感染拡大防止のための臨時休業等の対応

について，情報の共有を緊密に行った。 
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６ 今後の取組の方向性 

 

○ 訪問型家庭教育支援事業について，引き続き広報活動を行うとともに，新たな取組として，モ

デル校を選定し，訪問型家庭教育支援員による全家庭への訪問を実施することにより，家庭教育

の強化を図りたい。 

 

○ 学校施設の緊急安全対策として，危険箇所の早期解消や老朽化した施設の改修等の加速化に取

り組むとともに，学校への定期的なヒアリングによる要修繕箇所の主体的な抽出に努めたい。 

 

○ 教職員の働き方改革について，双葉台中学校の実践研究の継続により，休日運動部活動の段階

的な地域移行に向けた課題を整理するなど，教職員の業務の負担軽減を図りたい。 

 

○ 小学校水泳授業の学校外プール施設活用への段階的な移行について，令和３年度に決定した方

針に基づき，令和４年度から導入を予定している学校と民間プール施設等との調整を行い，円滑

に授業が実施できるよう努めたい。 

 

○ 教育相談の充実について，本市独自にスクールソーシャルワーカーを配置することで，県の事

業と併せて，より多くの児童生徒に対し，教育・福祉の両面から専門的支援を行いたい。 

 

○ 近隣の大学と連携した新たな事業として，ＩＣＴ活用，ＳＤＧs への理解，国際理解及び健やか

な体の育みに関する授業など，児童生徒及び教員が専門的で質の高い授業や研修を受ける機会を

設け，自ら学ぼうとする意欲及び資質・能力の向上を図りたい。 

 

○ 世界遺産登録推進活動について，文化庁が世界遺産に登録するための候補物件の暫定一覧表へ

の記載を目指し，提案書概要版の英語版を刊行するとともに，海外の有識者を招いた国際シンポ

ジウムの令和５年度開催など，世界遺産登録につながる事業を展開したい。 
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第３ 施策の実施状況 

 

１ 令和３年度水戸市教育行政方針 

 

  水戸市教育委員会においては，教育行政をめぐる国・県の動向を踏まえるとともに，「水戸市第６次

総合計画」等の上位計画や当初予算等との整合を図りながら，教育委員会の会議において十分な協議

を行い，毎年度，教育行政方針を定めている。 

  この方針は，本市の目指す教育の振興施策の方向性を示し，教育委員会における行政運営の指針と

なるものである。 

本市の教育行政の推進に当たっては，生命・人権尊重の精神を基盤として，知性にとみ，心身と

もに健全で，調和のとれた人間の形成を目指し，水戸市教育施策大綱に掲げる基本理念「水戸を愛

し，世界で活躍できる人材の育成」のもと，先人の教えである先見性や実践性，国際的な視野を念

頭に置き，近世の教育遺産群として日本遺産に認定された弘道館の魁の精神を受け継ぐ文教の府に

ふさわしい，水戸ならではの魅力ある教育の推進に努める。 

また，よりよい教育環境の中で，家庭，地域，学校など，社会全体の連携を強化し，未来をリー

ドする子どもの健やかな成長を図るとともに，誰もが生涯を通じて学習できる環境づくりを行い，

地域の教育力の向上と地域コミュニティ活動の活性化を図り，地域社会を牽引し，国際社会で活躍

できる人材の育成を目指す。 

 

 ⑴ 基本的方向１ 子どもをしっかり育てる環境づくりの推進 

未来をリードする子どもを健やかで心豊かに育てるため，家庭，地域，学校等が連携，協力し，

それぞれの役割を十分に果たしながら，社会全体で子どもをしっかり育てる体制づくりに努める。 

また，幼稚園，保育所，認定こども園，小・中学校，義務教育学校が互いに連携を深めながら，

社会で自立して生きるための基礎を育み，子どもの健やかな成長，発達の支援に努める。 

 ○ 基本目標１ 人間としての基礎を育む家庭づくり 

    １ 家庭の教育力の向上  

 ○ 基本目標２ 安心で安全な地域づくり 

    １ 地域で子どもを見守る体制づくりの推進 

    ２ 保育環境の充実 

    ３ 子育て支援の充実 

 ○ 基本目標３ 子どもをしっかり育てる学校づくり 

    １ 幼児教育の充実 

    ２ 教育環境の整備，充実 

    ３ 地域とともにある学校づくりの推進 

    ４ 特色ある学校教育の充実 

    ５ 健やかな心と体の育成 

    ６ 指導・相談体制の充実 

    ７ 教職員の資質能力の向上 
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⑵ 基本的方向２ 一人一人の確かな学びと夢を実現する水戸スタイルの教育の推進 

新学習指導要領の趣旨を踏まえ，子どもの「生きる力」をより一層育むため，創意工夫を凝らし

た特色ある教育活動の展開や本市の教育資源を活用した学習等を通して，学びの基礎や確かな学力

を身につけるとともに，豊かな感性や思いやりの心の育成に努める。 

また，子ども一人一人の良さや可能性を伸ばし，次の時代をリードし，水戸の明るい未来を創造

していける人材，国内外で活躍できる人材の育成に努める。 

 ○ 基本目標４ 確かな学びと学習意欲を高める教育【チャレンジプランの推進】 

    １ 学びの基礎や確かな学力の定着 

 ○ 基本目標５ 世界で活躍できる資質を磨く教育【グローバルプランの推進】 

    １ 社会変化に対応した教育の推進 

 ○ 基本目標６ 郷土を愛し，豊かな感性を磨く教育【キャリアプランの推進】 

    １ 郷土を愛する心を育てる教育の充実 

    ２ 豊かな感性の育成 

 〇 基本目標７ いのちや人権を大切にする教育【ふれあいプランの推進】 

    １ いじめ解決に向けた取組の推進 

 

 ⑶ 基本的方向３ 参画と協働の人づくりの推進 

 青少年・若者の成長と自立を社会全体で支え，見守り，育てるとともに，市民一人一人が生涯を

通じて自己の人格を磨き，豊かな人生を送ることができるよう，あらゆる機会，場所において学習

することができ，その成果を地域に生かすことができるよう努める。 

また，歴史的資源を生かした歴史まちづくりを市民との協働で進め，郷土に対する誇りと愛着を

深めるとともに，歴史と伝統を基底に，国内外で活躍できる人材の育成に努める。 

○ 基本目標８ 社会に参画する若者づくり 

   １ 青少年・若者の健全育成 

○ 基本目標９ 社会や地域のために自ら活動する人づくり 

   １ 学習機会の充実 

○ 基本目標 10 歴史を学び未来へ受け継ぐ人づくり 

   １ 歴史的資源の保全と活用 
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【 施策の体系 】 

 

 

知性にとみ，心身ともに健全な風格をそなえた人間（水戸人）の形成につとめる 

基本的方向    基本目標    基本施策 

       

   
１ 人間としての基礎を育む家庭づくり  

  
１ 家庭の教育力の向上 

     
      

１ 地域で子どもを見守る体制づくりの推進 

１ 子どもをしっかり 
育てる環境づくりの
推進 

     

  
２ 安心で安全な地域づくり 

  
２ 保育環境の充実 

    

     
３ 子育て支援の充実 

      
      

１ 幼児教育の充実 
      
      

２ 教育環境の整備，充実 
     

     
３ 地域とともにある学校づくりの推進 

     

  
３ 子どもをしっかり育てる学校づくり  

  
４ 特色ある学校教育の充実 

     
      

５ 健やかな心と体の育成 
      
   

 
  

６ 指導・相談体制の充実 
    

  
 

  
７ 教職員の資質能力の向上 

    
       
   ４ 確かな学びと学習意欲を高める教育  

【チャレンジプランの推進】 

  
１ 学びの基礎や確かな学力の定着      

       
   

５ 世界で活躍できる資質を磨く教育 
   【グローバルプランの推進】 

  
１ 社会変化に対応した教育の推進 

２ 一人一人の確かな 
学びと夢を実現する
水戸スタイルの教育
の推進 

   

      

     
１ 郷土を愛する心を育てる教育の充実 

  
６ 郷土を愛し，豊かな感性を磨く教育  
   【キャリアプランの推進】 

  

     

２ 豊かな感性の育成 
      
   ７ いのちや人権を大切にする教育  

   【ふれあいプランの推進】 
  

１ いじめ解決に向けた取組の推進 
     
       

３ 参画と協働の人づ 
くりの推進 

  
８ 社会に参画する若者づくり 

  
１ 青少年・若者の健全育成 

    

  
９ 社会や地域のために自ら活動する人づくり 

  
１ 学習機会の充実 

    
   

10 歴史を学び未来へ受け継ぐ人づくり  
  

１ 歴史的資源の保全と活用 
     
       

教育目標 
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２ 基本的方向１ 子どもをしっかり育てる環境づくりの推進 

 基本目標１ 人間としての基礎を育む家庭づくり 

  家庭において，親子などの深い情愛をもったふれあいを通して，社会的なマナーを身につけ，豊か

な情操等を育めるよう，子どもの健やかな育ちの基盤である家庭の教育力の向上を図る。 

１ 家庭の教育力の向上 

市民センターや学校，保育所等と連携しながら，子どもの発達段階に応じた学習機会を幅広く提

供するとともに，支援を必要とする家庭に対し，個に寄り添った相談対応や情報提供を行うなど，

家庭教育を支援するための取組の充実に努める。 

 

  ⑴ 幼稚園，学校等における取組の推進 

目標指標 実績 評価 

保護者を対象とする研修会の実施：各校年１回 年１回 Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

基本的な生活習慣や学習習慣を 

身につけさせるための学校（園）と 

家庭，地域との連携強化 

【幼児教育課】 

【教育研究課】 

各校において，ＰＴＡ等との合同による研修会の開催や学

校懇談会，学校運営協議会等で協議するなど，家庭・地域と

連携強化を図った。 

学習習慣確立のための 

家庭への啓発事業 

【教育研究課】 

 学習習慣の確立に向け，新小学校１年生を対象とした啓発

パンフレット「－家庭学習のすすめ－ホップ！ステップ！

ジャンプ！」及び小学校４年生を対象とした「家庭学習ス

タートノート」を全家庭に配布し，家庭学習の重要性につい

て，保護者の理解を深めた。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】学習習慣確立のための取組の充実 

・ 今後も「家庭学習のすすめ」や「家庭学習スタートノート」の活用を推進し，学力向上の基盤

となる家庭での学習習慣の定着に努める。 
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  ⑵ みと好文カレッジ・市民センターにおける家庭教育支援事業の推進 

目標指標 実績 評価 

各市民センターにおける家庭教育強化事業の実施：年３回 年 1.2回 Ｃ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

家庭教育強化事業の推進 

【生涯学習課】 

 家庭の教育力向上に向けた講座については，新型コロナウ

イルス感染症の影響があったものの，前年度（30 回，延べ

719人）並み開催回数を確保できた（40回，延べ 885人）。 

家庭教育講演会， 

ほっとひといき夢らんど等の推進 

【生涯学習課】 

家庭教育学級及び家庭教育講演会を市民センター，小学校

等を会場として実施（31回，延べ 1,164人）した。 

ほっとひといき夢らんどを開催（１講座，８回，15 組，

延べ 164人）したほか，新たに「ほっとひといき夢らんどパ

パといっしょ！」を開催（２講座，６回，22 組，延べ 104

人）した。 

訪問型家庭教育支援事業の拡充 

【生涯学習課】 

事業の活用促進を図るため，対象世帯へのチラシの配布の

ほか，出生届出時や保健所職員の訪問時にチラシを配布する

など，広報活動を強化した。 

また，幼稚園合同説明会や市立幼稚園，認定こども園にお

ける相談対応を行った。 

訪問型家庭教育支援員（５人）による訪問等は，42世帯，

延べ 59回に増加した。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【見直し】ほっとひといき夢らんどの推進 

・ ほっとひといき夢らんど（主に母親が参加）においては，全市民センターにおける子育て広場

の実施等により，親子の集いの場の充実が図られた。今後は，新たに実施した父親向け講座「ほっ

とひといき夢らんどパパといっしょ！」の充実を図る。 

【継続】訪問型家庭教育支援事業の拡充 

・ 小学校との連携を図り，モデル校を１校選定し，小学校１年生のいる家庭へ全戸訪問を実施す

る。 
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基本目標２ 安心で安全な地域づくり 

  地域住民によるボランティア活動等を通して，地域で子どもを守り育てる体制づくりに努めるとと

もに，放課後を含めて，安心して過ごせる環境を整備する。 

１ 地域で子どもを見守る体制づくりの推進 

子どもたちが安全，安心な学校生活を送るため，警察，ＰＴＡ，地域ボランティア等の関係機関・

団体とより一層の連携を図りながら，登下校時の安全対策や不審者対策など，地域ぐるみの学校安

全体制の強化に努める。 

地域人材の活用や地域住民によるボランティア活動等を通して，学校や子どもを支援する取組を

推進するなど，地域ぐるみで子どもの健やかな成長を育む体制づくりに努める。 

 

⑴ 安全対策の推進 

目標指標 実績 評価 

通学路安全対策の実施：10か所 90か所 Ａ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

登下校時における安全体制の充実 

（通学路安全対策，スクールガード 

活動の促進等） 

【学校保健給食課】 

【幼児教育課】 

【生涯学習課】 

市通学路交通安全プログラムに基づき，通学路の現況調査

や安全点検等を実施し，危険箇所について，道路管理者や警

察等も参加する通学路安全対策推進会議において，対策の検

討を行った。ハード対策については，令和３年６月，千葉県

八街市において児童が死傷する交通事故の発生を受けて集

中的に取り組み，防護柵の設置などを 90か所で実施した。 

幼稚園，小中学校におけるスクールガードの活動を促進し

た。（幼稚園 160人，小学校 5,325人，中学校 458人，計 5,943

人登録） 

保育所等における園外活動の 

安全対策の推進（移動経路の 

安全対策，キッズゾーン設定の検討） 

【幼児教育課】 

令和元年５月に他市において，園外活動中の保育園児が死

傷した交通事故の発生を受け，未就学児が日常的に集団で移

動する経路の安全点検を緊急的に実施した。その際，把握し

た 59か所の危険箇所について，道路管理者の協力を得なが

ら，令和元年度から令和３年度にかけて，安全対策を実施し

た（令和３年度４か所実施）。 

さらに，新たな取組として，保育所等の周辺において，園

児が園外活動等の際に徒歩により日常的に集団で移動する

経路をキッズゾーンに設定し，交通安全確保のための整備を

行う方針を決定した。 
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≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】通学路の安全対策 

・ 保護者や地域と連携しながら，引き続き，危険箇所の把握に努めるとともに，歩道の設置など，

ハード面での改善が必要な箇所については，通学路安全対策推進会議において実現性を積極的に

検討し，危険箇所の改善に努める。 

【継続】スクールガード活動の促進 

・ 地域住民の協力等により，登下校時の子どもたちの見守り等を行う。 

【継続】保育所等における園外活動の安全対策の推進 

・ 道路管理者や警察等の協力を得て，キッズゾーンにおける交通安全施設・道路施設の整備を図

る。 

・ 引率者による横断旗携行の奨励等，交通安全教育を実施する。 

 

⑵ 地域の教育力の活用 

目標指標 実績 評価 

学校支援員（大学生）の活用：延べ 350回 303回 Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

大学等との連携 

【教育研究課】 

茨城大学，常磐大学及び茨城キリスト教大学と連携し，大

学生による，運動会や遠足等の学校行事への支援活動や学習

支援等を行った。 

 新型コロナウイルス感染症の影響があったものの，前年度

（52人，133回）よりも多くの学生が参加し，実施回数も増

やすことができた（92人，延べ 303回）。 

スクールボランティア活動 

及び学校部活動の支援 

【生涯学習課】 

地域の人材を生かし，スクールボランティアを配置（幼稚

園 213人，小学校 1,713人，中学校 228人（うち学校部活動

補助 19人），計 2,154人登録）し，教育活動や環境整備のた

めの支援を行った。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】大学等との連携 

・ 教師を目指す大学生にとっても，各学校での支援活動は，貴重な実践体験となることから，大

学における広報活動を継続的に行う。また，大学生の活動範囲を広げるため，支援活動の内容の

拡充を図る。 

【継続】スクールボランティア活動及び学校部活動の支援 

・ 地域住民の参加により，幼稚園及び小中学校の教育活動や環境整備等を促進するとともに，学

校部活動補助者の更なる確保に努める。 
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２ 保育環境の充実 

保護者の就労形態の多様化等による様々な保育ニーズに対応するため，延長保育，休日保育，病

児保育など，社会の変化に対応した保育サービスの充実に努める。 

保育所等における待機児童ゼロの達成と継続を目指し，家庭的保育，小規模保育等の地域型保育

事業の充実や民間保育所の計画的な定員増を踏まえた整備の促進に努めるとともに，保育士確保に

向けた取組を推進する。 

子どもが安全で快適な生活を送ることができるよう，施設，設備等の整備に努めるとともに，新

型コロナウイルス感染症の拡大防止のため，感染症対策の徹底を図る。 

 

⑴ 保育サービスの充実 

目標指標 実績 評価 

保育所待機児童ゼロの達成及び継続 
待機児童３人 

（令和４年４月１日現在） 
Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

保育所待機児童ゼロの達成及び継続 

【幼児教育課】 

公立幼稚園の認定こども園への移行や民間保育所の整備

促進により，定員を 172人拡大（6,538人から 6,710人）し

た。 

 また，保育士等就労支援補助金制度及び新卒保育士等就労

奨励補助金により，17人の潜在保育士及び 33人の新卒保育

士を確保した。 

 保育士不足により定員までの受入れができない施設があ

ることや，入所希望と入所できる施設のミスマッチ，幼児教

育・保育無償化による保育需要の喚起等により，待機児童の

解消には至らなかったものの，前年度（８人）から，減少さ

せることが出来た。 

地域型保育事業の推進 

【幼児教育課】 

 待機児童の多い０・１・２歳児を対象とした地域型保育事

業として，小規模保育事業を 22か所（定員 19人以内）で実

施，家庭的保育事業を８か所（定員５人以内）で実施した。 

延長，休日，病児保育事業の充実 

【幼児教育課】 

延長保育を 72か所，休日保育を 21か所，病児保育を６か

所（病児対応型２か所，病後児対応型３か所，体調不良児対

応型１か所）で実施した。 

障害児保育事業の充実 

【幼児教育課】 

保育所等における障害児の受け入れを促進し，障害の特性

に応じた児童の心身の発達を促すため，保育所 15 か所，幼

保連携型認定こども園３か所，幼稚園７か所に補助金を支給

し，障害児教育・保育事業の充実を図った。 
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民間保育所等におけるＩＣＴ化 

の推進 

【幼児教育課】 

保育士の負担軽減を図るため，保育業務支援システムや外

国人である子どもの保護者との意思疎通に係る通訳又は翻

訳機の導入を行った保育所 18か所，小規模保育事業所６か

所に対し補助金を支給し，民間保育所等におけるＩＣＴ化を

推進した。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【拡充】保育所待機児童ゼロの達成及び継続に向けた取組 

・ 保育士等就労支援補助金及び新卒保育士等就労奨励補助金制度を引き続き実施するとともに，

保育士を養成する大学等に出向き，民間保育所等と合同で保育士就職説明会を開催するなど，新

卒保育士の確保に努める。また，保育体制強化事業及び保育補助者雇上強化事業を引き続き実施

し，保育士の負担軽減に努め，離職防止を図る。 

・ 保護者の希望と入所できる施設のマッチングを図る保育コンシェルジュや，利用希望者に対す

る入所可能な保育所への斡旋など，窓口でのきめ細かな対応に取り組む。 

 

  ⑵ 保育施設の整備，充実 

目標指標 実績 評価 

民間保育所等増改築に係る支援の実施：２か所 ２か所 Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

民間保育所改造事業の実施 

【幼児教育課】 

老朽化した民間保育所の定員増（各 20人）を伴う増改築

に対する支援事業として，事業者２か所を選定した。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】民間保育所改造事業の実施 

・ 令和３年度に選定した事業者について，令和４年度末に完成する予定である。本事業は，２か

所の完成をもって終了となる。（累計６か所） 
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３ 子育て支援の充実 

都市化や核家族化の進行等に伴い，世代間交流等が希薄化する中，子育て中の親同士や子ども同

士の交流の場の提供や子育て相談等を通して，地域における子育て支援の充実に努める。 

放課後や長期休業期間等において，子どもが安全に活動し，健やかな成長ができる場を確保する

ため，開放学級における待機児童ゼロの継続を目指すとともに，民間活力を活用した開放学級と放

課後子ども教室の一体的運営を推進し，総合的な放課後児童対策の充実に努める。 

 

⑴ 多様な子育て支援事業の推進 

目標指標 実績 評価 

地域子育て支援拠点事業の実施：13か所 13か所 Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

地域子育て支援拠点事業の推進 

【幼児教育課】 

 市立保育所・認定こども園４か所と民間保育所等９か所に

おいて，子育て相談や相互交流，情報提供など，地域におけ

る総合的な子育て支援を実施した。 

一時預かり事業等子育て支援の充実 

【幼児教育課】 

 市立保育所・認定こども園 11か所と民間保育所・認定こ

ども園・小規模保育事業所 43か所において，一時預かりを

実施した。 

 多様化する保護者ニーズに対応するため，新設園について

一時預かり事業の実施を推進するとともに，実施している園

について，市民への周知を図った。 

園庭開放事業の推進 

【幼児教育課】 

 全市立幼稚園・保育所・認定こども園において異年齢児と

の交流を通して，子どもたちの社会性を育むため，園庭開放

を実施し，未就園児とその保護者が延べ 1,460 組（幼稚園

298組，保育所 866組，認定こども園 296組）参加した。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】地域子育て支援拠点事業の推進 

・ 子育て中の親子の相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供することにより，子育

て支援の充実に努める。 
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 ⑵ 総合的な放課後児童対策の推進 

目標指標 実績 評価 

開放学級待機児童ゼロの継続 
待機児童０人 

（令和４年４月１日現在） 
Ａ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

開放学級待機児童ゼロの継続 

【放課後児童課】 

 開放学級の実施場所及び支援員の確保等により，前年度か

ら引き続き，令和３年度末まで待機児童ゼロを継続すること

ができた。 

開放学級及び放課後子ども教室の 

一体的な運営（民間委託）を 

全校に拡大 

【放課後児童課】 

 開放学級の待機児童解消や放課後子ども教室の事業内容

の充実を図るため，令和３年度から新たに 20校で民間委託

を実施し，全校に拡大することができた。 

学童クラブとの連携強化 

【放課後児童課】 

 民間学童クラブ 20クラブに運営費の助成を実施するとと

もに，受入可能人数等を毎月確認し，ホームページでの情報

提供を行った。 

また，新型コロナウイルス感染症に関する国，県等からの

情報を随時提供するなど，学童クラブとの連携を図った。 

放課後子ども教室の充実 

【放課後児童課】 

 全小学校区において，スポーツ・文化活動や地域との交流

活動等を実施（合計 1,006回，延べ 11,061人利用）し，放

課後等における活動の充実を図った。 

民間委託を全校に拡大したことに伴い，33校で年間 30回

以上の活動，うち 24回以上は学習支援を実施するなど，内

容の充実を図ることができた。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】開放学級及び放課後子ども教室の一体的な運営 

・ 開放学級及び放課後子ども教室の一体的な運営により，引き続き，待機児童ゼロの継続及び放

課後子ども教室の内容の充実を図る。 

・ 市民に分かりやすい名称にするため，令和４年度から，「開放学級」を「放課後学級」に改称す

る。 
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基本目標３ 子どもをしっかり育てる学校づくり 

  子どもの心身の健やかな成長と発達を支援するため，安全で快適な教育環境の整備に努めるととも

に，人間形成の上で重要な幼児期の教育を基盤として，地域の理解と参画を得ながら，より質の高い

学校教育を推進する。さらに，中核市としての特色を生かした研修を実施し，教員の指導力や資質の

向上を図るとともに，誇りや生きがいをもって子ども一人一人と確実に向き合える環境を整える。 

１ 幼児教育の充実 

幼児教育においては，生涯にわたる人格形成の基礎を培うとともに，子どもの心身の発達や特性

を考慮し，健全な発達に適した教育環境の整備を図り，「遊び」を中心とした人との関わりや心身の

健全な発達に資する総合的な指導に努める。 

全ての就学前の子どもが分け隔てなく健やかに育つ環境を整備するため，私立等も含めた幼稚園，

保育所，認定こども園との連携や職員の資質向上を目指した諸施策を推進し，発達や学びの連続性

を踏まえた円滑な小学校教育との接続に努める。 

 

  ⑴ 就学前教育の推進 

目標指標 実績 評価 

幼児教育と小学校教育の接続のための協議会の開催：年２回 年１回 Ｃ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

小学校への円滑な接続 

（幼児教育と小学校教育の接続のた

めの協議会の開催，小学校への接続の

ためのカリキュラム「アプローチ・ 

スタートカリキュラム」の推進） 

【幼児教育課】 

【教育研究課】 

 公立，私立の幼児教育・保育施設と小学校等で組織する「幼

児教育と小学校教育の接続のための協議会」の担当者部会に

おいて「アプローチ・スタートカリキュラム」及び「就学前

教育及び保育カリキュラム げんきっ子」※の活用について

研修を行った。 

 管理職部会については，新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止のため，開催することができなかった。 

※ 各年齢，発達段階ごとの教育及び保育のねらいや援助のポイント

等を踏まえた幼稚園・保育所共通カリキュラム 

幼稚園・保育所・認定こども園への 

訪問指導の充実 

【幼児教育課】 

 幼稚園長・保育所長等経験者４名を，指導担当として幼児

教育課に配置し，計画訪問等を各施設へ年４回行うととも

に，新規採用職員（年２回），幼稚園・保育所間の人事交流

職員（年１回）へ指導，助言を行った。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【拡充】幼児教育から小学校教育への円滑な接続 

・ 「幼児教育と小学校教育の接続のための協議会」において，管理職部会及び担当者部会をそれ

ぞれ開催するとともに，私立の幼児教育・保育施設の参加を促進し，さらなる幼児教育・保育施

設と小学校との連携強化に努める。 
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２ 教育環境の整備，充実 

就学前の子どもに対し，より質の高い教育・保育環境を提供するため，市立幼稚園の再編を進め

るとともに，子どもが安全で快適な環境で過ごすことができるよう，長寿命化改良事業やトイレの

洋式化をはじめとする学校施設の整備を推進するなど，教育環境の充実に努める。 

教職員の負担軽減を図るため，教職員の働き方改革基本方針に基づき，業務改善に取り組むとと

もに，教職員の意識改革を推進するなど，長時間勤務の縮減に努める。 

 

  ⑴ 幼児教育・保育施設の整備，充実 

目標指標 実績 評価 

市立幼稚園の幼稚園型認定こども園（２園）及び３年保育（２園）

移行準備完了 
移行準備完了 Ａ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

市立幼稚園の再編 

【幼児教育課】 

 令和元年度に策定した「水戸市立幼稚園の再編方針」に基

づき，石川幼稚園を幼稚園型認定こども園に移行するととも

に，城東幼稚園，千波幼稚園，梅が丘幼稚園及び妻里幼稚園

を廃止した。 

また，令和４年４月からの緑岡幼稚園及び酒門幼稚園の３

年保育実施，浜田幼稚園及び常磐幼稚園の幼稚園型認定こど

も園への移行に向け，保護者への説明等を実施した。 

新型コロナウイルス感染症予防対策 

の推進 

【幼児教育課】 

 幼稚園，保育所，認定こども園に，ハンドソープ，消毒液，

マスク等の感染予防対策物品を配備するとともに，換気のた

めの網戸やレバーハンドルの全施設への設置が完了した。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】市立幼稚園の再編 

・ 「水戸市立幼稚園の再編方針」で園児数や保育所待機児童数の推移を注視するとしている幼稚

園について，入園希望者や保護者ニーズを見極めるとともに，幼稚園型認定こども園へ移行した

幼稚園や３年保育を開始した幼稚園における効果や課題を検証しながら，今後の方向性について

検討する。 
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  ⑵ 学校施設の整備，充実 

目標指標 実績 評価 

長寿命化改良工事完了：１校 

校舎トイレ洋式化率：93.6％ 

１校（吉田小） 

93.6％ 
Ａ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

長寿命化改良事業の推進 

【学校施設課】 

・校舎実施設計着手（石川小） 

・校舎工事完了（吉田小（Ⅱ期），酒門小（Ⅰ期）） 

・校舎工事着手（酒門小（Ⅱ期），渡里小） 

・屋内運動場工事完了（三の丸小） 

トイレ洋式化等改修事業の推進 

【学校施設課】 

・トイレ洋式化（温水洗浄暖房便座付き）工事完了 

 小学校 13 校（三の丸小，新荘小，城東小，緑岡小，河和

田小，上中妻小，梅が丘小，赤塚小，堀原小，稲荷第一小，

稲荷第二小，妻里小，内原小） 

中学校９校（第一中，第二中，緑岡中，第四中，双葉台中，

笠原中，千波中，常澄中，内原中） 

・大規模改造工事完了（赤塚中） 

・大規模改造実施設計着手（吉沢小） 

校舎改築事業の推進 

【学校施設課】 

・飯富小・中学校の一体的な整備に向けた運営面の各種課題

を教育部関係課で共有した。 

・基本構想（施設整備に係る技術的検討委託）着手 

校舎増築事業の推進 

【学校施設課】 

・工事完了（笠原小（Ⅰ期）） 

・工事着手（笠原小（Ⅱ期），吉沢小） 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】長寿命化改良事業の推進 

・ 学校施設長寿命化計画及び２か年実施計画に基づき，長寿命化改良事業を計画的に実施する。 

【拡充】校舎改築事業の推進 

・ 飯富小・中学校の一体的な整備について方針を決定する。 

【拡充】学校施設の緊急安全対策の推進 

・ 児童生徒の教育環境の向上のため，老朽化した施設の修繕を推進する。 

【拡充】学校施設のバリアフリー化の推進 

・ 誰もが支障なく学校生活を送ることができるよう，バリアフリー化を推進する。 
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⑶ 学校給食施設設備の整備，充実 

目標指標 実績 評価 

給食室空調設備の設置：７校 ７校 Ａ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

給食室の環境改善の推進 

【学校保健給食課】 

・空調設備の設置完了７校 

(浜田小，梅が丘小，双葉台小，緑岡小，河和田小，吉沢小，

堀原小) 

≪今後の取組の方向性≫ 

【拡充】給食室の環境改善の推進 

・ 未設置校 19校のうち，長寿命化改良工事を予定している石川小学校を除く 18校について，令

和４年度の設置完了を目指す。 

【継続】厨房機器等の計画的な更新 

・ 安全・安心な給食を提供するため，厨房機器や調理器具等の計画的な更新に取り組む。 

   

⑷ 教職員の働き方改革の推進 

目標指標 実績 評価 

自動音声応答装置の導入：全校 全校 Ａ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

職場環境の充実 

【学校管理課】 

勤務時間外における連絡に備え，緊急時の連絡先を確保し

た上で，全校に自動音声応答装置を設置し，連絡応対の体制

を整備した。 

また，学校で発生する様々な問題に対し，法的な知識を基

盤とした誠実な対応を行い，問題の早期解決に繋がるよう，

学校が弁護士に気軽に直接相談できる体制を構築した。 

業務改善の推進 

【学校管理課】 

【学校保健給食課】 

 学校長を経由して保護者に支給していた就学援助費及び

日本スポーツ振興センターの災害共済給付金を保護者の口

座へ直接振り込むよう見直し，現金の取扱いの縮減と事務処

理の負担軽減を図った。 

 また，日課の見直しや学校・保護者間の連絡手段のデジタ

ル化により，教職員の事務処理時間の確保に努めた。 

部活動のあり方の見直し 

【学校管理課】 

【教育研究課】 

部活動指導員を前年度の 12校から全中学校に拡大し，27

人を配置することで，教職員の部活動指導の負担軽減を図っ

た。 

また，国が目指す令和５年度以降の休日運動部活動の段階

的な地域移行に向けた実践研究として，双葉台中学校におい

て５つの部活動の休日の指導等にＮＰＯ法人から派遣され

た人材を活用し，教員の負担軽減を図った。 
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教職員の意識改革 

【学校管理課】 

 タイムレコーダーを活用し，対象となる全教職員の在校等

時間を客観的に把握した上で，長時間勤務があった学校の管

理職に対し，改善に向けた指導を行うなど，働き方に関する

意識改革に努めた。 

教職員の働き方改革に関する会議の

開催（水戸市教職員の働き方改革

基本方針の見直し等） 

【学校管理課】 

 学校の管理職や教務主任，事務職員から幅広い意見を聴取

するための会議を開催し，効果的な取組について検討を進め

た。また，各校においても，校内研修を実施し，意識改革に

努めるとともに，学校運営協議会やＰＴＡ本部会議等で協議

し，保護者や地域の理解と協力を得ながら取組を推進した。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】部活動のあり方の見直し 

・ 部活動指導員を 32人に増員し，さらなる教職員の部活動指導の負担軽減を図る。 

・ 双葉台中学校における実践研究を継続し，成果の検証を進める。 

【拡充】「水戸市教職員の働き方改革基本方針」に基づく取組の推進 

・ 学校の管理職や中堅教員，若手教員など，幅広い現場の意見を聴取しながら，効果的な取組に

ついて検討を進めるとともに，各校における学校運営協議会等で協議し，保護者や地域の理解と

協力を得ながら，さらなる取組を推進する。 
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３ 地域とともにある学校づくりの推進 

子どもの教育活動や学校運営に関する情報を家庭や地域に公表するとともに，学校運営協議会制

度（コミュニティ・スクール）の円滑な運営により，保護者や地域住民等の理解と参画を得ながら，

家庭，地域との連携のもと，地域とともにある特色ある学校づくりに努める。 

 

  ⑴ 地域住民の学校運営への参画 

目標指標 実績 評価 

学校支援活動の実践：年１回以上 年１回以上 Ａ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

学校運営協議会制度 

（コミュニティ・スクール） 

の円滑な運営 

【教育研究課】 

新型コロナウイルス感染症の影響により，協議会の開催回

数が減少するなど，制限のあるなかでの運営となったもの

の，学校支援活動については，不登校生徒への対応やいじめ

問題などについて協議し，学校が抱える課題解決に向けた取

組を全校で実施した。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【拡充】各学校の課題解決に向けた学校支援活動の拡充  

・ 各学校の実情を踏まえ，地域の方々と課題を共有し，協議することで，さらに実効性のある学

校支援活動を実施する。 

 

 ⑵ 学校への理解を深めるための取組の推進 

目標指標 実績 評価 

情報発信回数：各校年 80回以上 平均 年 213回 Ａ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

学校ホームページ等を活用した 

情報提供 

【教育研究課】 

各校において，学校だよりや保健だよりなどを定期的に発

行するとともに，新型コロナウイルス感染症に伴う学校の対

応や学習に関することなどを学校ホームページに掲載し，広

く情報発信した。 

また，学校の様子や行事などを学校ホームページに掲載

し，保護者や地域に対して積極的な情報発信に努めた。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】学校ホームページ等を活用した情報提供 

・ 新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中，学校ホームページなどを活用し，効果的な

情報発信に努めることで，保護者や地域の方々の学校への理解を深めていく。 
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４ 特色ある学校教育の充実 

水戸らしい教育を体系化し，本市独自の義務教育９年間を見通した系統的・継続的な特色ある教

育活動を推進し，小中一貫教育の充実を図る。 

少人数での教育のよさを生かした小規模特認校におけるきめ細かな指導など，学校の特色を生か

した教育を推進する。 

 

 ⑴ 小中一貫教育の推進 

目標指標 実績 評価 

中学校区における小中合同協議会の開催：年３回以上 平均 2.3回 Ｃ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

小中一貫教育の推進 

（９年間を見通した教育課程の編成，

小学校等における教科担任制の推進） 

【教育研究課】 

 小中一貫教育の柱として，教科ごとに作成した「９年間の

指導内容系統表」の活用を図り，９年間を見通した教育課程

及び授業づくりについて，中学校区ごとに共有を図った。 

小学校においては，学校及び学年の実態に応じ，一部教科

担任制を導入し，より専門性の高い授業を実施することで，

学びの意欲を高めるとともに中学校への円滑な接続を図っ

た。 

小中合同協議会の実施状況ついては，６学区で３回実施，

８学区で２回実施，１学区は未実施であった。 

「水戸まごころタイム」の実践による

充実（ＥＳＤ教育（持続可能な 

開発のための教育）など） 

【教育研究課】 

 小中学校の教員で構成するＥＳＤプロジェクト委員が中

心となり，本市の小中一貫教科「水戸まごころタイム」にお

ける「ＥＳＤ教育」の授業を効果的に展開できるよう共通理

解を図った。授業展開例，授業用ワークシート等を作成し，

全校での活用を促した。 

義務教育学校，中学校併設型 

小学校・小学校併設型中学校の 

制度化による総合的かつ効果的な 

小中一貫教育の推進 

【教育研究課】 

 小中一貫教育連絡協議会において，中学校区ごとに，小学

校と中学校が互いに実践している小中一貫教育に関する意

見交換を行い，次年度に向けた重点項目など，方向性を確認

することができた。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】小中一貫教育の推進 

・ 各中学校区において，これまでの実績を踏まえた小中一貫グランドデザインを更新する。 

・ 小中一貫教育の水戸市共通の重点項目を精選し，各中学校区において学力向上に向けた取組の

充実（教職員の連携）を図るとともに，保護者・地域との連携強化を図る。 
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 ⑵ 学校の特色を生かした教育の推進 

目標指標 実績 評価 

ラジオ放送の告知ＣＭを活用した小規模特認校 

制度の情報発信 

・１日（平日のみ）３回，１か月間 

・生放送１回 
Ａ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

特色ある学校づくりの推進 

（小規模特認校制度等） 

【学校管理課】 

【教育研究課】 

 小規模特認校制度について，「広報みと」への掲載や市ホー

ムページ，ＳＮＳ，市庁舎モニターの活用に加え，新たにラ

ジオ放送による学校見学会の告知ＣＭを行うなど，積極的に

広報活動を行った。 

 児童生徒一人一人が活躍できる場を多く設定するなど，個

性や特性に応じた指導を行うとともに，各校の特色を生かし

た教育活動を実施した。 

小規模特認校制度利用者 85人（うち令和３年度新規 24人） 

がんばる水戸の子夢事業 

「水戸の名を全国に」の実施 

（各種体育大会，文化活動への 

参加助成による保護者負担の軽減等） 

【学校施設課】 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大前と比べ，大会実施

件数が減少しているものの，昨年度に比べ助成件数は増加

し，小学校 12件，中学校 23件の各種大会参加の助成を行っ

たことにより，保護者の負担軽減を図った。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】特色ある学校づくりの推進 

・ 地域の強みや地域人材及び異校種間でのつながりを生かし，教育活動の工夫を図る。 

【継続】がんばる水戸の子夢事業 

・ 今後も各種大会参加の助成を行い，保護者の負担軽減を図る。 
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５ 健やかな心と体の育成 

子どもがよりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため，自己を見つめ，人間としての生き

方について考えを深める学習を通して，健やかな心を育成する。 

子どもが生涯にわたって運動に親しむことができる資質や能力を高めるため，発達段階や系統性

を踏まえた取組を進め，健康の保持増進と体力の向上に努めるとともに，定期健康診断等による疾

病，異常等の早期発見や学校環境衛生の充実を図り，子どもの健康維持に努める。 

子どもの望ましい食習慣の形成に向け，学校給食を活用した食育の拠点である学校給食共同調理

場において，食育に関する研修会等を開催するなど，児童生徒をはじめ，広く市民に開かれた食育

活動に取り組むとともに，地場産物を活用した安全で安心な給食の提供や大学との連携事業等によ

る食育の推進に努める。 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため，感染症対策の徹底を図る。 

 

 ⑴ 道徳教育の充実 

目標指標 実績 評価 

「読み取り道徳」から「考え，議論する道徳」への指導の転換：全校 全校 Ａ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

重点内容項目を明確にした 

道徳授業の実施 

【教育研究課】 

各校代表者１名を道徳教育推進教師に選出し，代表者会

議，パワーアップ協議会において，研修を行った。   

夏季研修会等において，道徳主任や道徳教育推進教師に向

けた指導・助言を行い，課題を他人事ではなく自分事として

捉え，体験的，問題解決的に授業を展開する「考え，議論す

る道徳」への転換を図った。 

「道徳まごころ」の活用 

【教育研究課】 

 本市に残る自然や文化財などを題材とした「道徳まごこ

ろ」を授業で活用することで，郷土「水戸」への誇りを一層

深め，児童生徒の道徳心の育成に努めた。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】「道徳まごころの活用」 

・ 教科書教材と併せて「道徳 まごころ」を活用し，課題を他人事ではなく自分事として捉え，

振り返ることができる道徳教育の充実を図る。 
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 ⑵ 学校体育の充実 

目標指標 実績 評価 

体力テストＡ＋Ｂの割合：県平均以上 
小学生 46.17％（県平均 44.81％） 

中学生 51.99％（県平均 52.92％） 
Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

体力・運動能力の向上 

【教育研究課】 

 各校において，独自に作成した「体力アップ推進プラン」

に基づき，学習活動に取り組んだ。 

 また，新型コロナウイルス感染症の影響により，学校活動

の制限を余儀なくされたものの，授業や昼休み等において，

活動内容を工夫しながら，体力アップに取り組んだ。 

学校プール及び水泳学習の 

あり方について方針策定 

【教育研究課】 

梅が丘小学校において，試行的に実施した学校外プールの

活用状況を踏まえ，小学校における学校外プールを活用した

水泳授業について，方針を決定した。 

 令和４年度に学校外プールを活用する学校への説明会を

行うなど，円滑な授業の実施に向け学校及び民間プール施設

と調整を図った。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】体力・運動能力の向上 

・ 市体育・保健体育教育研究部との連携による研修会や訪問指導，「体力アップ推進プラン」を基

にした教員の授業改善や指導力向上に努めるとともに，本市児童生徒が苦手とする投力運動の改

善に向け，投力アップを踏まえた体力の向上に努める。 

【拡充】小学校水泳授業における学校外プール施設活用への段階的移行 

・ 方針に基づいた施設利用の段階的移行に向け，学校及び民間プール施設との調整を図る。 
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 ⑶ 学校保健・安全の充実 

目標指標 実績 評価 

小児生活習慣病予防健診受診率：小学生 80％ 

               中学生 60％ 

小学生 74.1％ 

中学生 59.8％ 
Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

生活習慣病予防健診及び 

中学生ピロリ菌検査の実施 

【学校保健給食課】 

小児生活習慣病予防健診については， 小学校４年生の該

当者 316人のうち，受診者は 234人，中学校１年生の該当者

266人のうち，受診者は 159人であった。４日間の健診日の

うち２日が県独自の緊急事態宣言（8/6～8/19）や国の緊急

事態宣言（8/20～9/30）の期間と重なったものの，概ね目標

を達成した。 

中学生ピロリ菌検査については，３年生を対象に，尿中抗

体検査により実施した。 

性教育（性感染症），健康教育（喫煙，

飲酒，薬物乱用の防止，生活習慣病，

がんの予防）の推進 

【教育研究課】 

外部講師を招いた性教育に対する講演会や薬物乱用防止

教室を開催するとともに，小学校６年生及び中学校３年生の

保健の授業等において，県リーフレット「知っていますか？

がんのこと」を活用し，健康教育を推進した。 

避難訓練の実施 

【教育研究課】 

各学校において，地震，火災，原子力，不審者等を想定し

た避難訓練を実施した。 

また，中学校区単位で連携し，保護者への引き渡し訓練を

実施した。 

新型コロナウイルス感染症予防対策 

の推進 

【学校保健給食課】 

市保健所と連携し，国の衛生管理マニュアルに基づく，基

本的な感染症対策を推進した。 

また，各学校において，教育活動の継続に必要となるハン

ドソープや消毒液などの保健衛生用品等を配備するなど，感

染症対策の強化に努めた。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】新型コロナウイルス感染症予防対策の推進 

・ 国の衛生管理マニュアルに基づき，市保健所との連携を図りながら基本的な感染症対策を推進

する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

-40-



 

 ⑷ 食育の推進 

目標指標 実績 評価 

地場産物の活用割合：55％ 72.2％ Ａ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

地場産物の活用拡大 

【学校保健給食課】 

水戸市産コシヒカリ100％の米飯給食を週3.1回実施した

ほか，学校給食における地場農産物の活用促進事業として，

市の特産品や食材を使用した献立「ＭＩＴＯごはん」を月平

均 3.0回実施するとともに，常澄産コシヒカリ 100％の米粉

を使用した「米粉麺と卵のスープ」及び水戸市産豚肉を使用

した「みとちゃんポークコロッケ」を新たな献立として提供

した。 

また，水戸市産米粉を使用したデザートの開発に着手し

た。 

さらに，地元の食材を身近に感じられるよう，給食だより

に生産者の声を掲載するなど，広く周知を図った。 

安全で安心な学校給食の提供 

（衛生管理の徹底（ノロウイルス陰性

確認検査），放射能対策を含む。） 

【学校保健給食課】 

 市栄養士による学校への巡回指導を実施するとともに，衛

生管理に関する資料を作成した。 

また，「水戸市学校給食における異物混入対応マニュアル」

に基づき，安全で安心な学校給食の提供に努めるとともに，

市保健所職員を講師とし，調理員及び納入業者等を対象とす

る異物混入防止にかかる研修会を実施した。（79人参加） 

食物アレルギーへの適切な対応 

【学校保健給食課】 

「水戸市学校給食における食物アレルギー対応マニュア

ル」等に基づき，学校と保護者，主治医等が連携し，事故防

止に努めた。 

また，動画配信による食物アレルギー研修を実施した。 

食育の充実（栄養教諭等による食の 

指導，大学との連携，食育講演会の 

開催，学校給食共同調理場の活用等） 

【学校保健給食課】 

 常磐大学及び茨城キリスト教大学との協定に基づく食育

サポーターがリーフレットを制作し，学校に配布した。 

 また，水戸市公式 YouTubeチャンネルに「健康的な毎日を

送るための，よりよい食習慣について」をテーマとする講演

及び常磐大学の学生サポーターによる地産地消に関する動

画を掲載し，周知を図った。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】地場産物を活用した給食の提供 

・ 水戸市産の食材を活用した献立の更なる充実を図る。 
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６ 指導・相談体制の充実 

暴力行為，不登校，少年非行等の生徒指導における諸問題については，家庭，地域，学校，関係

機関と連携，協力しながら，毅然とした指導を行うなど，子どもが社会の一員として生きる基盤を

育てる学校づくりを推進する。 

特別な教育的支援を必要とする子どもが，その必要とする支援や発達段階等に応じた適切な教育

を受けることができるよう，一人一人の教育的ニーズを把握し，個に応じた就学相談体制や指導の

充実に努める。 

 

 ⑴ 生徒指導の充実 

目標指標 実績 評価 

教育相談担当者研修会：年６回 年６回 Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

来所相談，電話相談，適応指導教室 

「うめの香ひろば」における 

援助指導，専門医による面接相談の 

実施，家庭訪問相談員による訪問相談 

【教育研究課】 

 教育相談室相談員の担当している事例に対し，大学教授や

専門家を講師に招き，教育相談担当者研修会を年６回実施し

た。 

 来所相談（児童生徒・保護者等 366 件，4,065 回），電話

相談（1,889回）及び家庭訪問相談（２人，60回）を実施し

た。 

 適応指導教室「うめの香ひろば」への通級生に対し，自然

体験学習や登山などの企画を通して，社会的自立に向けた支

援を行った。 

 また，専門医による面接相談（13人，３回）を実施した。 

不登校の早期発見・早期対応 

【教育研究課】 

 全校から提出（年 11 回）された長期欠席（不登校等）援

助指導状況調査報告書を活用し，学校と連携して不登校児童

生徒に対する支援を行った。 

 学校との情報共有の機会（40 回）を設け，児童生徒の支

援方法について話し合いを行った。 

暴力行為や少年非行等の 

問題行動に対する家庭， 

地域，学校，関係機関の連携 

【教育研究課】 

暴力行為や少年非行等の問題行動については，ＰＴＡ，青

少年団体，学校，警察等の関係機関で組織する水戸市学校・

警察連絡協議会において，連携を強化しながら，情報交換，

講演会，市内巡視等を実施した。 

学校における相談体制の充実 

（スクールカウンセラーや 

心の教室相談員の活用促進， 

学校の教育相談体制の整備） 

【教育研究課】 

学校にスクールカウンセラー（12 人）を配置し，児童生

徒や保護者，教職員からの相談に対応した。さらに，年度途

中の各校からの緊急要請に対し，追加の派遣を行った。 

また，全中学校に「心の教室相談員」を配置し，生徒から

の相談に対応した。 
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≪今後の取組の方向性≫ 

【拡充】うめの香ひろばの対象学年の拡大 

・ 相談員を１名増員するとともに，これまで小学校５年生から中学校３年生までとしていた対象

学年を，令和４年度から小学校３年生から中学校３年生までに拡大し，相談体制の充実を図る。 

【拡充】市独自のスクールソーシャルワーカーの配置 

・ 本市独自にスクールソーシャルワーカーを配置し，家庭や友人関係等で問題を抱える児童生徒

に対し，教育・福祉の両面から専門的支援の充実を図る。 

  

⑵ 特別支援教育の充実 

目標指標 実績 評価 

特別支援教育に係る研修会：年４回 年４回 Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

特別支援教育コーディネーターを 

中心とした校内相談・支援体制の充実 

【教育研究課】 

58人の特別支援教育コーディネーター（小学校 41人，中

学校 16人，義務教育学校１人）等に対して，特別支援教育

研修会や新任特別支援学級担任及び新任通級指導教室担当

者研修会を実施し，資質の向上を図った。 

就学相談体制の充実 

【教育研究課】 

 新学齢児を対象とした就学相談会を年 11回開催（189件）

し，特別支援学校への就学など，適切な就学の場について，

保護者に情報提供を行った。 

 保護者からの要望に応じた小中学生に関する就学相談を

274件実施した。 

特別支援教育支援員の配置 

【教育研究課】 

特別支援教育支援員を幼稚園に 31 人（11 園），小学校に

157人（31校），中学校に 17人（９校），義務教育学校に２

人（１校）配置し，個に応じた支援の充実に努めた。 

関係機関（子ども発達支援センター

等）との連携強化による早期支援体制

の充実 

【教育研究課】 

子ども発達支援センターや地域保健課などの関係機関で

構成する早期支援体制連絡会議において，発達障害早期支援

リーフレット「子育てどうすればいいの？」を共同で作成し

た。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【拡充】特別支援教育専門員の配置 

・ 支援を必要としている児童生徒一人一人のニーズに対応するため，令和４年度から特別支援教

育専門員を総合教育研究所に配置し，必要に応じて学校に派遣するなど，教職員や保護者に対す

る専門的な助言・相談体制の充実を図る。 
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７ 教職員の資質能力の向上 

質の高い教育を提供するため，中核市として本市の実情に合ったよりきめ細かな研修等を通して，

使命感の醸成や実践的指導力の育成，高度な専門的知識の習得など，さらなる教職員の資質能力の

向上に努める。 

教育会との連携による研究・研修を進めるとともに，全国学力・学習状況調査等の結果分析や評

価等を通して，学力向上のための指導方法の工夫・改善に努める。 

授業力の向上を図るため，計画訪問や要請訪問等を通した指導，助言の充実に努める。 

 

  ⑴ 研修事業の充実 

目標指標 実績 評価 

中核市としての教職員研修（法定研修）対象者満足度：80％ 86％ Ａ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

中核市としての市独自の 

教職員研修（法定研修）の充実 

【教育研究課】 

本市の児童生徒の実情に応じた研修や水戸市教育施策大

綱の実現に向けた研修体系を構築し，法定研修の若手教員

〔初任者・２年次・３年次〕研修及び中堅教諭等〔前期・後

期〕資質向上研修講座を実施した。 

受講者アンケートでは，それぞれの講座で 80％以上の受

講者から「期待通り」や「期待以上」と回答があった。 

教職員研修（基本研修・ 

専門研修・特別研修）の充実 

【教育研究課】 

基本研修，専門研修，特別研修を開催（計 27 講座）した。 

水戸市版ＧＩＧＡスクール構想における教員研修及び特

別支援教育研修などを含め，校内リーダーの育成を推進し

た。 

教育会（研修事業部）との連携 

【教育研究課】 

校内研修サポートプランとして，英語力向上のため，ネイ

ティブ講師とのマンツーマンによる英会話レッスンを中学

校５校で実施した。 

また，校内研修活用プランとして，各校での講師を招聘し

た校内研修事例を集約し，14件の研修内容を紹介した。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【拡充】研修事業の推進  

・  市教育会研修事業部と連携し，「予測困難な時代を生きるための資質･能力を育むプロジェクト」

を立ち上げ，児童生徒の自ら学ぼうとする意欲の向上と確かな学力の定着を図る。 
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  ⑵ 研究事業の推進 

目標指標 実績 評価 

教科部員会の開催：中学校区ごとに年３回以上 年２回 Ｃ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

教育会（研究事業部，広報事業部） 

との連携 

【教育研究課】 

教科部員会については，中学校区ごとに学校間で連携を図

り，全中学校区で実施することとしていたが，新型コロナウ

イルス感染症の影響により，実施は 11学区（オンライン開

催含む。）にとどまった。  

教育研究奨励論文では，教員個人から 27 本，学校など共

同で３本の応募があり，総合教育研究所ホームページにアー

カイブ資料として公開した。 

研究指定校による調査研究の推進 

【教育研究課】 

小中一貫教育に関する研究３年目の学校,学校運営協議会

制度（コミュニティ・スクール）に関する研究２年目の学校

及び保幼小連携に関する研究２年目の保育所・幼稚園・小学

校において，研究報告を該当中学校区及び総合教育研究所の

ホームページへ掲載し，市内外へ研究成果を広く公開した。 

学力向上調査研究事業の実施 

（全国学力・学習状況調査及び茨城県

学力診断のためのテスト結果分析に

基づく指導の充実） 

【教育研究課】 

全国学力・学習状況調査及び茨城県学力診断テストの結果

を踏まえ，教科ごとに児童生徒の特に課題の見られる問題に

ついて学校ごとに分析し，授業改善に向け，各学校への訪問

指導を行った。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【拡充】研究事業の推進  

・ 学校からの要請を受けて行う要請訪問や研修会の開催，近隣の大学等と連携した質の高い専門

的な知識に触れることで，教職員の授業改善や指導力の向上に努める。 
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 ⑶ 指導，助言の充実 

目標指標 実績 評価 

訪問指導回数：年５回 年５回 Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

訪問指導（計画訪問，学校支援訪問，

要請訪問，随時訪問等）による 

授業力向上や生徒指導への支援 

【教育研究課】 

訪問指導においては，全教員による指導案作成，1人 1台

端末の活用，規律と協働を高める八策への取組について確認

するとともに，各学校の課題解決のための取組への指導，助

言を行った。 

さらに，計画訪問において実施する研究協議では，分科会

ごとに指導主事が参加し，指導，助言を行った。 

また，新型コロナウイルス感染症に伴う学校の臨時休業時

には，全校に指導主事が出向き，学習支援について指導，助

言を行った。 

 要請訪問（20 回），支援チームによる学校支援訪問（40

回）や随時訪問を実施し，授業力の向上や生徒指導について

支援を行った。 

 校内研修について，課題のある学校については，指導主事

が授業を参観し，研究体制及び指導法について指導，助言を

行い，教員の指導力向上を図った。 

学校事故への迅速な対応 

【学校管理課】 

【教育研究課】 

市学校長会及び市教頭会と共同で作成した危機管理マ

ニュアルに基づき，危機管理体制の徹底を図るとともに，学

校事故に総合的かつ機動的に対応できよう，関係課が連携し

ながら対応した。 

また，各校においても，学校弁護士相談事業を活用し，法

的な知識を基盤とした誠実な対応を行うことにより，問題の

早期解決と事案の重大化を防止した。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】訪問指導の充実 

・ 指導主事による訪問の充実を図り，協働での指導案作成や授業計画，学力向上に向けた取組に

ついて，指導，助言に努める。 
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３ 基本的方向２ 一人一人の確かな学びと夢を実現する水戸スタイルの教育の推進 

 基本目標４ 確かな学びと学習意欲を高める教育【チャレンジプランの推進】 

  子どもの「生きる力」の育成を目指し，確かな学力の定着や自ら学ぼうとする意欲を育成する「チャ

レンジプラン」を推進し，基本的生活習慣の確立や個に応じた学習指導の充実を図る。 

１ 学びの基礎や確かな学力の定着 

子どもが主体的に学習に取り組む態度を養い，基礎的・基本的な知識・技能を習得できるよう努

めるとともに，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力等のバラン

スのとれた育成に努める。 

家庭との連携を図りながら，基本的な生活習慣や学習習慣の確立に努める。 

 

⑴ 確かな学力の定着 

目標指標 実績 評価 

学力診断のためのテスト（県）の各教科における平均点 

（対県平均との比較）：（小６）＋1.6点，（中３）＋2.3点 

小６ －1.4点 

中３ 実施なし 

[参考]中２ －1.0点 

Ｃ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

学力向上サポーターを活用した 

個に応じた学習指導の充実 

【教育研究課】 

学力向上サポーターを全校に配置し，大規模小学校（25

学級以上）５校（緑岡小，梅が丘小，千波小，笠原小，吉田

小）及び国田義務教育学校には複数配置した。 

習熟度に応じた学習や少人数等の学習指導の充実など，き

め細かな個に応じた学習指導の充実を図った。 

ＡＩドリルによる個別最適化された 

学習の実施 

【教育研究課】 

 令和３年度から１人１台端末を活用したＡＩドリルを新

たに導入した。児童生徒一人一人の習熟度に合わせて自動生

成されたドリルを，授業の補充や復習，学校の臨時休業時の

自主学習に活用し，集中的・効率的な学習に取り組んだ。 

ＡＩドリルと連携した学びの診断 

（小５・中２対象） 

【教育研究課】 

令和３年度から，新たに小学校４・５年生（国語・算数）

及び中学校１・２年生（国語・数学・英語）を対象に，水戸

市総合学力調査「学びの診断」を実施した。調査結果に基づ

き生成された個人別のドリルを活用すること等により，苦手

箇所の克服につなげることができた。 

また，結果分析をもとに，外部講師を招いた研修会を開催

し，授業改善に取り組んだ。採点や入力等の作業，結果の分

析など，教員の事務負担軽減にもつながった。 

家庭学習の充実 

（家庭学習スタートノートの活用等） 

【教育研究課】 

学習習慣の確立を図るため，小学校４年生を対象に「家庭

学習スタートノート」を配布した。 

また，保護者向け啓発パンフレット「－家庭学習のすすめ

－ホップ！ステップ！ジャンプ！」を小学校１年生の全家庭

に配布し，家庭学習の重要性について保護者の理解を深め

た。 
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≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】学力診断のためのテスト（県）の結果を踏まえた授業づくり 

・ 学力診断のためのテスト（県）の結果から，習得した知識等を活用して解くことや，分かった

ことを表現することに課題がみられたことから，復習の時間を設定し，個別最適な学びと協働的

な学びを効果的に組み合わせた授業づくり（学び合い）を行うことで，児童生徒の多面的・多角

的思考力や習得した知識等を活用する力を養う。 

【継続】ＡＩドリルと連携した水戸市総合学力調査「学びの診断」の実施 

・ 経年変化を確認するため，引き続き，小学校４・５年生及び中学校１・２年生を対象に実施し，

ＡＩドリルと連動させながら，児童生徒の苦手の診断・克服に向け，個別最適化された学習支援

に取り組む。また，結果分析をもとにした研修会を開催し，授業改善を図る。 

【拡充】スタートアップ定着問題の実施 

・ 指導主事が１人１台端末のテスト機能により作成したテスト（小学校６年生及び中学校３年生

対象）を年度当初に実施し，その後の学習に活用する。 

 

⑵ 自ら学ぼうとする意欲の育成 

目標指標 実績 評価 

放課後学力サポート事業の実施：33校 33校 Ａ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

放課後学力サポート事業の拡充 

【放課後児童課】 

学習習慣の確立と学力向上を図るため，放課後子ども教室

において，希望者を対象に，放課後等に自主学習の場を提供

する放課後学力サポート事業を 33校で実施した。 

放課後子ども教室の運営の民間委託に伴い，33校で年 24

回以上の学習活動を実施し，充実を図ることができた。 

数学・学習相談 

「SPOT in MITO」の拡充 

【教育研究課】 

中学校２，３年生を対象に，冬休みに数学の基礎・基本の

定着を図るため，生徒一人一人の学力に応じて，サポーター

による指導を行った。会場を８か所（前年度６か所）の市民

センターに拡充し，３日間で延べ 341人が参加した（前年度

比 176 人増）。サポーターも 76 人に増員した（前年度比 31

人増）。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】放課後学力サポート事業 

・ 実施内容が各校の実情に沿ったものとなるよう，内容の充実に努める。 

【継続】数学・学習相談「SPOT in MITO」の充実 

・ 生徒が実施会場を自由に選択できるよう，市内８か所での実施を継続する。また，より多くの

生徒のニーズに応えられるよう，広報活動を強化し，サポーターの増加に努める。 

【拡充】自ら学ぼうとする意欲の育成 

・ 令和４年度から，新たな取組として，近隣の大学と連携し，ＩＣＴ活用，ＳＤＧsへの理解，国

際理解及び健やかな体の育みに関する授業や研修等を年間計画で行い，児童生徒及び教員の自ら

学ぶ意欲及び資質・能力の向上を図る。 
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 基本目標５ 世界で活躍できる資質を磨く教育【グローバルプランの推進】 

  英会話力や情報活用能力の向上を図るとともに，防災リーダーなど次世代リーダーを育成する「グ

ローバルプラン」を推進し，新しい時代を切り拓
ひら

き，一人一人の夢の実現に向かって世界で活躍でき

る資質・能力を育成する。 

１ 社会変化に対応した教育の推進 

子どもがこれからの時代を生き抜くために必要な「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０時代」に対応できる情

報活用能力の育成をはじめ，オール・イン・イングリッシュによる英会話授業や英語指導助手の活

用による国際理解教育の推進に努めるとともに，防災リーダーなど次世代リーダーの育成を通して，

グローバル社会で活躍できる力の育成等に努める。 

 

⑴ 英会話力の向上 

目標指標 実績 評価 

中学校・義務教育学校卒業時英検３級相当以上の生徒割合：55％ 56％ Ａ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

英会話教育の充実 

【教育研究課】 

小学校では担任が主となり，英語指導助手（ＡＥＴ）と協

力しながら，実践的な英会話授業に取り組んだ。 

また，中学校区ごとに９年間の外国語教育の学習到達目標

を設定し，小中学校の指導法の統一を図るなど，小中学校が

連携した授業を実施した。 

英語指導助手（ＡＥＴ）の配置 

【教育研究課】 

新型コロナウイルス感染症の影響により，英語指導助手の

配置が遅れたものの，２学期から各学級週１時間（小学校

５・６年生は週２時間）のティームティーチングを実施した。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】英会話学習の小中連携の充実 

・ 各中学校区で作成した「９年間の学習到達目標」を軸に，小中連携を強化し，系統性や継続性

を意識した指導計画や評価の工夫に取り組む。 
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  ⑵ 情報活用能力の育成 

目標指標 実績 評価 

発達段階に応じた情報活用能力が身についている児童生徒の割合：80％ 

（令和４年１月調査 全児童生徒対象） 
83％ Ａ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

1人１台端末の活用 

【教育研究課】 

ＧＩＧＡスクール構想により児童生徒１人１台端末や校内の高

速大容量通信ネットワークに加え，各教室に大型提示装置を整備

し，日常的に端末の運用を開始した。 

授業での活用に加え，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止のための臨時休業期間中において実施したオンライン授業等に

より，１人１台端末の活用が進み，児童生徒の情報活用能力の育

成が進んだ。 

教員のＩＣＴ活用能力の向上 

【教育研究課】 

外部（Google）から講師を招いての研修をはじめ，ＩＣＴ支援

員やＧＩＧＡスクールサポーターによる校内研修などにより，教

員のＩＣＴ活用能力の向上を図った。 

また，臨時休業期間中に実施したオンライン学習において，教

員同士で互いに教え合うことなどを通して，ＩＣＴ活用能力が一

層向上した。 

授業を担当する教員を対象に調査を実施（令和４年１月）した

結果，水戸市「教員のＩＣＴ活用スキル目標『Stage１』（一斉・

個別活動における活用，臨時休業時における活用）」において，「で

きる」「ややできる」と回答した教員の割合は 93.6％であった。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】発達段階に応じた情報活用能力の育成 

・ 児童生徒の情報活用能力及び教員のＩＣＴ活用能力については，今後も継続して調査し，定着

に課題が見られる項目に対しては，授業実践例を示すとともに重点的に研修を行うなどフォロー

アップを図る。 
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⑶ 次世代リーダーの育成 

目標指標 実績 評価 

次世代エキスパート育成事業参加者：80名 121名 Ａ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

次世代エキスパート育成事業の充実 

【教育研究課】 

小学校５年生から中学校１年生の希望者を対象に，「ミ

ニ・スーパーサイエンス」，「英語で水戸の魅力発信リーダー

育成コース」，「ＩＣＴエキスパート」，「ます math 数楽 NEXT」

の４コースを実施した。 

「ます math 数楽 NEXT」コースでは，新たに中高一貫と

なった県立水戸第一高等学校の生徒と共に，高校生が考えた

難解問題に挑戦し，同世代の仲間と交流しながら問題を解く

楽しさを学んだ。 

防災リーダー育成事業 

（陸前高田市とのオンライン交流） 

の実施 

【教育研究課】 

中学２年生を対象に被災地（陸前高田市）の方々との意見

交換やフィールドワークをオンラインで実施し，防災に対す

る意識向上を図った。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【拡充】次世代エキスパート育成事業の充実   

・ これまでの４コースに加え，「アートリーダー育成」コースを開設し，文化デザイナー学院の

学生とともに,水戸の梅など郷土の資源で児童生徒の自由な発想のもと，もの作りの喜びを感じ

る機会を創出する。  

【見直し】防災リーダー育成事業の実施 

・ 被災地である陸前高田市での防災への取組や工夫点など，学んできたことを生かし，自分が住

んでいる水戸市の防災の取組やその工夫を知るために，地域の防災訓練への参加や避難所設営等

を体験し，リーダーとしての防災意識の向上及び防災に対する知識・技能を高める。 
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 基本目標６ 郷土を愛し，豊かな感性を磨く教育【キャリアプランの推進】 

  郷土への理解と関心を深める教育や水戸芸術館を活用して豊かな感性を育む教育を充実するとと

もに，さまざまな体験学習を通して協調性や自律性を育む「キャリアプラン」を推進し，社会に貢献

しようとする態度や困難を乗り越える強い精神力を育成する。 

１ 郷土を愛する心を育てる教育の充実 

水戸の自然や歴史，文化，産業などについて理解を深めるとともに，地域に伝わる文化や伝統芸

能の継承活動，副読本を活用した郷土教育などを通して，ふるさと水戸を愛する心の育成に努める。 

おもてなしボランティア等の活動を通して，もてなしの心や社会に尽くす態度の育成に努める。 

 

⑴ 郷土への理解を深める教育の充実 

目標指標 実績 評価 

日本遺産に関する学習の実施：全校 全校 Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

「水戸まごころタイム」における 

水戸教学の推進 

【教育研究課】 

郷土「水戸」の特色ある教育内容を体系化するとともに，

教師用資料集「水戸教学～次世代をリードする“水戸人”の

育成のために～」の活用を図り，系統的，継続的な指導を行っ

た。 

市内３校においては，水戸城大手門や令和３年度に完成し

た二の丸角櫓を見学し，現地での学習に取り組んだ。 

社会科副読本「みと」，「水戸の歴史」，

「水戸」の活用 

【教育研究課】 

社会科副読本として，小学校３・４年生用「みと」，小・

学校５・６年生用「水戸の歴史」，中学生用「水戸」を配布

し，「水戸教学」の学習に活用した。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】郷土への理解を深める教育の充実 

・ 心豊かなたくましい子どもの育成に向け，「水戸教学～次世代をリードする“水戸人”の育成の

ために～」を活用し，各校の実態に応じた年間指導計画の見直しを行うなど，郷土愛を基底とし

て国際社会を生き，次世代をリードする人材を育成する。 

・ 全校において，水戸城大手門や二の丸角櫓をはじめ，水戸の教育遺産について，より一層の理

解を深め，郷土に対する愛着を深められるよう，学校行事の行程を工夫するなど，実際に現地を

見学する機会のさらなる拡大に努める。 
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⑵ もてなしの心を育む教育の推進 

目標指標 実績 評価 

おもてなしボランティア活動の実施：全中学校・義務教育学校 ― ― 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

おもてなしボランティア活動の推進

（チーム魁，魁二の丸隊， 

子ども梅大使による活動） 

【教育研究課】 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，おもて

なしボランティア活動を実施することができなかった。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】おもてなしボランティア活動の充実 

・ 各小学校が行っているボランティア活動，水戸の梅まつりにおける中学生による偕楽園でのお 

もてなし活動，第二中学校の生徒による弘道館，水戸城跡での案内等を含めたおもてなし活動の 

情報共有を図り，おもてなしボランティア活動のさらなる充実を図る。 

・ 水戸黄門漫遊マラソンにおいて，全中学校から生徒がボランティアとして参加し，選手への給

水など，おもてなし活動を実施する。 
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２ 豊かな感性の育成 

水戸芸術館との連携による芸術教育，自然体験活動等を通して，心豊かでたくましい子どもの育

成に努める。 

企業等との連携による職場見学や職場体験活動等を通して，学ぶことや働くこと，生きることを

実感させ，将来について考えるキャリア教育等の充実に努める。 

 

⑴ 世界に誇る水戸芸術館と連携した芸術教育の充実 

目標指標 実績 評価 

芸術鑑賞会の開催：年３回 ― ― 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

水戸芸術館等との連携による芸術 

鑑賞会（小学生：演劇，音楽 

中学生：音楽）の開催 

【教育研究課】 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，例年ど

おり開催することはできなかったが，代替事業として，演劇

や音楽の動画配信やＤＶＤの配布を行うなど，コロナ禍にお

いても一流の芸術に触れる機会の創出に努めた。 

「中学校合唱の祭典」の開催 

【教育研究課】 

 実施予定時期が，新型コロナウイルス感染症の感染拡大時

期と重なったことから，完全な感染予防対策を講じることが

難しいと判断し，中止とした。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】水戸市芸術館との連携 

・ 水戸芸術館との連携を継続し，芸術教育を通して，心豊かでたくましい子どもの育成に努める。 

また，「中学校合唱の祭典」について，生徒主体のプロジェクト委員を中心に企画・運営方法に

ついて話合い，内容の充実を図る。 
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⑵ 体験学習の充実 

目標指標 実績 評価 

中学生の職場体験実施：３年間で複数の職場若しくは通算３日間以上 ― ― 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

民間企業，商工会議所等との 

連携による職場見学，職場体験の実施 

【教育研究課】 

新型コロナウイルス感染症の影響により，一部，企業の受

け入れが困難であったものの，市内２校において職場体験を

実施した。 

船中泊を伴う自然教室の 

代替事業等の実施 

【教育研究課】 

福島県でのスキー体験や群馬県でのラフティング体験な

ど，各中学校において，１泊２日の「宿泊を伴う自然教室」

を行った。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【見直し】船中泊を伴う自然教室の代替事業の実施 

・ 令和４年度においても，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，船中泊を伴う自然

教室の代替事業として，各中学校において，１泊２日の「宿泊を伴う自然体験学習」を実施する。 

【拡充】職場体験の実施 

・ 水戸商工会議所との連携を強化し，３年間で通算３日以上の職場体験を目指した受入れ先の確

保だけでなく，生徒一人一人が社会の一員として自覚が深まるような活動を各学校が工夫して実

施できるよう，実施内容の見直しを図る。 
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基本目標７ いのちや人権を大切にする教育【ふれあいプランの推進】 

  いじめの未然防止や解決に向けて取り組む「ふれあいプラン」を推進し，いのちや人権を尊重する

態度やいじめを許さない気運を醸成するとともに，規範意識や思いやりの心を育成する。 

１ いじめ解決に向けた取組の推進 

いじめの未然防止及び早期発見に向け，小さないじめも見逃さない学校づくりに努めるとともに，

子どもが安心して学ぶことができる環境を整え，いじめ問題に組織的に取り組み，迅速で的確な対

応を行うなど，いじめの早期解消を図る。 

人権教育を通して，子ども一人一人がその発達段階に応じ，人権課題の正しい理解や確かな人権

感覚を養うとともに，あらゆる偏見や差別をなくし，互いの大切さを認め合う心の育成に努める。 

 

⑴ いじめの未然防止 

目標指標 実績 評価 

あいさつ運動の実施：月１回以上 月１回以上 Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

あいさつ運動の実施 

【教育研究課】 

人間関係の構築やあいさつ・声かけの定着を図るととも

に，地域の方にも参加いただき，より多くの大人が子どもを

見守ることで，子どもをいじめから守り，安全・安心な学校

づくりを推進するため，各校においては，６月から月１回以

上のあいさつ運動を実施した。 

いじめ解決フォーラムの実施 

【教育研究課】 

 全校において，「いじめ解決フォーラム」を実施した。新

型コロナウイルス感染症の影響により，集会ができない学校

においては，標語つくりやいじめ防止のための横断幕を作成

するなど，工夫して取り組んだ。 

ＳＮＳによるいじめに関する 

講演会の実施 

【教育研究課】 

全校において，生徒，教員を対象にＩＴジャーナリストを

講師に招いて「ＳＮＳによるいじめに関する講演会」を実施

した。 

また，対面による集会だけでなく，オンライン講演会を実

施するなど，開催方法を工夫して実施した。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】ＳＮＳを介したいじめの未然防止 

・ 「ＳＮＳによるいじめに関する講演会」の開催に当たって，保護者の参加を促すなど，啓発を

強化する。 
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⑵ いじめの早期発見・早期対応 

目標指標 実績 評価 

いじめ解消率：100％ 99.7％※（６月末現在） Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

いじめの実態調査 

【教育研究課】 

令和３年度は年６回のいじめ実態調査を行い，各校からの

報告書を基にいじめ対応専門班が学校に訪問し，指導，助言

を行った。 

※ いじめの解消の判断には，３か月程度の見守りが必要となること

から，６月末に実施する調査時点での解消率を実績として評価する。 

 

【文科省「いじめの防止等のための基本的な方針」】 

いじめが解消している状態とは，被害児童生徒に対する心 

理的又は，物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が， 

少なくても３か月を目安として継続していること，かつ，被 

害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと

認められること。 

いじめ相談ダイヤルの設置 

【教育研究課】 

総合教育研究所内に「いじめ青少年相談ダイヤル」を設置

し，専門の相談員を配置して対応した。（電話相談 111 件，

来所相談３件） 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】いじめに対する指導，助言 

・ いじめ青少年相談ダイヤルやいじめの実態調査を基に，いじめ対応専門班が積極的に各校に訪

問して指導，助言を行う。 

【拡充】校内オンライン相談窓口設置の検討 

・ 児童生徒が相談しやすい環境を整えるため，１人１台端末のアンケート機能「Googleフォーム」

を活用し，いじめを含めた様々な悩みを相談できるよう検討を進める。 

 

⑶ 学校における人権教育の充実 

目標指標 実績 評価 

人権教室の開催：全校 全校 Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

人権課題に関する教育， 

啓発活動の充実 

【教育研究課】 

 児童生徒の人権意識を高めるため，23 校で人権擁護委員

を招き，人権教室を開催した。また，新型コロナウイルス感

染症の感染拡大により，他の 25校では教員による人権教室

を実施した。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【拡充】人権教室の実施 

・ 保護者や地域の方々を交えた人権意識の高揚の機会として，授業参観等の保護者や地域の方々 

が集まる機会に「いじめをなくそう人権教室」を実施する。 
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４ 基本的方向３ 参画と協働の人づくりの推進 

 基本目標８ 社会に参画する若者づくり 

  地域と一体となって，若者の健やかな成長を促し，豊かな人間性や社会性を備え，さまざまな地域

活動へ積極的に参画し，社会で躍動する自信あふれる若者を育成する。 

１ 青少年・若者の健全育成 

豊かな人間性や社会性を備えた青少年・若者を育むため，家庭，地域，学校，行政が連携を図り，

青少年・若者の地域活動や社会参加活動を支援する。 

関係機関・団体と連携し，街頭補導活動や社会環境健全化活動を推進するとともに，電話，来所

等による相談活動を通して，青少年の問題行動の早期発見や非行防止に努める。 

少年自然の家においては，現代的な教育課題に対応した体験活動の実施や地域の特性を生かした

プログラムの開発をはじめ，移動天文車を活用した天体観測等の体験活動を展開するなど，自然体

験活動の拠点としての機能充実に努める。 

 

⑴ 青少年・若者の健全育成のための事業の充実 

目標指標 実績 評価 

少年自然の家利用者：年 18,000人 年 10,184人 Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

少年自然の家利用促進に向けた 

プログラムの開発及び実施， 

並びに広報活動の推進 

【生涯学習課】 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための施設

の臨時休業や利用者の自粛もあったものの，前年度（5,896

人）を上回る利用があり，利用人数は延べ 10,184 人であっ

た。 

これまで施設利用の少なかった市内にある高等学校に対

し，広報活動を行うとともに，主催事業の募集の際には，各

小学校へのチラシ配布やホームページでの呼びかけなど，積

極的な情報発信に努めた。 

青少年団体及び 

青少年育成団体への支援 

【生涯学習課】 

高校生ボランティア組織である市サブリーダーズ会（会員

数 91 人）については，ＮＰＯ法人や庁内各課と連携し，活

動の充実を図った（派遣件数 38 件，派遣事業参加延べ 216 

人）。 

子ども会の活性化に向けた 

方策の推進 

【生涯学習課】 

活動休止中の子ども会の活動再開に向けたアプローチを

行った結果，令和４年度からは飯富学区において地区会が主

体となって子ども会活動を行うことに決定した。 

また，第三中学校区における３つの小学校（城東・浜田・

上大野）において，令和４年度より子ども会活動をＰＴＡの

委員会が担うことが決定し，保護者の負担感の軽減や，全て

の児童が子ども会活動に参加できる環境づくりにつなげる

ことができた。 
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青少年・若者の自主的な 

社会参加活動の支援 

【生涯学習課】 

少年の主張大会については，会場での主張文発表に加え，

優秀賞及び佳作受賞者 32名の発表を水戸市公式 YouTubeで

発信し，令和３年度末時点で 6,820回の視聴があった。 

中学生交流会については，各中学校の代表 19名が一堂に

会し，ＳＤＧｓをテーマに意見交換を行った。当日の様子を

動画にし，市内各中学校に配布した。 

「令和３年水戸市成人の日式典」については，新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえて，県内居住者向

け（５月）と県外居住者向け（11月）をそれぞれ開催し，「令

和４年水戸市成人の日式典」については，新型コロナウイル

ス感染症対策を講じながら１月に開催した。 

青少年に有害な社会環境の健全化 

【生涯学習課】 

「青少年の健全育成に協力する店」の登録活動等を実施

（登録数 264店舗）した。 

青少年を取り巻く様々な環境への理解を深めるため，水戸

市青少年育成推進会議及び水戸市青少年相談員を対象に，社

会環境向上研修会を開催（参加者 42人）した。 

自然体験活動等の充実 

（四季の体験学習， 

サマーキャンプ事業等） 

【生涯学習課】 

四季の体験学習（田植え，稲刈り，収穫祭）については，

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，稲刈りを

中止とした。 

市内の小学校４，５，６年生を対象に，１泊２日のサマー

キャンプを開催（参加者 51 人）するとともに，その他の少

年自然の家主催事業を開催（６回）し，子どもたちに自然体

験等の機会を提供した。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】子ども会の活性化に向けた方策の推進 

・ 活動を再開した地区や組織のあり方を見直して存続を図っている地区をモデルとし，各地区と

十分に情報を共有しながら，加入促進や活動充実に努める。 

【拡充】青少年・若者の自主的な社会参加活動の支援 

・ コロナ禍においても高校生が社会参加活動に取り組めるよう，水戸市サブリーダーズ会を中心

に自主事業の企画・運営を積極的に行うとともに，行政と高等学校とのマッチング機能の拡充を

図る。 
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⑵ 問題行動の早期発見と非行防止 

目標指標 実績 評価 

街頭補導の実施：年 180回 年 151回 Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

青少年相談員による街頭補導 

【生涯学習課】 

 青少年相談員（189 人）による中央補導（95 回），地区補

導（52 回），特別補導（成人の日式典（５月，１月），中学

校卒業式，中学校卒業式夜間）を実施した。 

また，青少年相談員を対象に，青少年を取り巻く環境等に

ついて学ぶ研修会を開催するとともに，地区別情報交換会及

び研修会を開催するなど，青少年の健全育成に努めた。 

電話，来所等による青少年相談 

【教育研究課】 

総合教育研究所内に専任の相談員を配置し，電話相談（111

件）や来所相談（３件）に対応した。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】青少年相談員による街頭補導 

・ 青少年の問題行動の早期発見及び非行防止に努めるとともに，関係機関や地域団体と連携し，

問題行動等の情報共有を図り，より効果的な街頭補導の実施に努める。 

 

⑶ 家庭，地域，学校，行政間の連携の推進 

目標指標 実績 評価 

緊急避難所「こどもの安全守る家」の登録件数：2,200件 2,016件 Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

緊急避難所「こどもの安全守る家」 

登録活動の充実 

【生涯学習課】 

新型コロナウイルス感染症の影響により，こどもの安全守

る家の登録解除を申し出る方もいたが，啓発チラシの配布や

事業所への登録依頼に取り組んだことにより，前年度並の登

録件数を確保した（前年度 2,019件）。 

家庭，地域，学校，行政によって組織

される市青少年育成推進会議の活動

の推進 

【生涯学習課】 

コロナ禍においても青少年の健全育成に向けた活動が中

断されないよう，ハイブリット開催やオンラインによる開催

を企画し，少年の主張大会や中学生交流会等，全ての行事を

実施することができた。 

また，青少年と地域の交流が図られるよう，「ふれあいを

深める事業」として，各地区青少年育成会への補助金の交付

や事業実施に係る助言を行った。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】家庭，地域，学校，行政によって組織される市青少年育成推進会議の活動の推進 

・ 市青少年育成推進会議の活動を支援するとともに，各地区青少年育成団体との協働事業の充実

を図る。 
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基本目標９ 社会や地域のために自ら活動する人づくり 

  市民一人一人があらゆる場所，機会において，自ら学び，その成果を地域に生かす環境づくりを進

め，変化に対応して新たな価値を創造し，地域社会を牽引する人材を育成する。 

１ 学習機会の充実 

市民が自ら学び，豊かな心を養うことができるよう，市民ニーズや社会の要請に応じた多様な学

習機会，学習情報の提供に努める。 

学習によって得られた成果をまちづくりや人づくりに生かしていくための環境づくりに努める。 

図書館においては，図書や資料の収集等をはじめ，学校図書館と連携し，子どもが読書に親しむ

環境づくりを進めるなど，市民の自主的な学習活動の支援に努める。 

人権教育においては，「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づく基本計画を踏まえ，

全ての人々の人権が真に尊重される社会の実現を目指し，広く人々の人権問題に対する理解と認識

を深め，差別意識の解消と人権に関わる問題の解決に努める。 

 

※ 全市的な生涯学習を推進する中核施設として，「みと好文カレッジ」を設置し，生涯学習に関

する情報提供や相談等，市民の生涯学習活動を支援している。 

※ 市内各市民センターや「みと好文カレッジ」が行う各種生涯学習事業を総称して「みと弘道館

大学」と位置付け，より多くの市民が生涯学習に参加し，生涯にわたって学び続けることができ

るような環境づくりを推進している。 

 

⑴ 学習環境の充実 

目標指標 実績 評価 

現代的課題や地域が抱える課題解決のための講座開催：10講座 ９講座 Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

現代的課題や地域が抱える 

課題解決のための学習機会の提供 

【生涯学習課】 

生涯学習サポーターによる市民と行政との共同企画講座

を６講座計画したが，新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止のため，３講座の開催となった。 

生涯学習サポーターを育成するさきがけ塾の塾生による

講座を２講座，みと好文カレッジと市民センターとの共催の

講座を２講座開催した。 

また，みと好文カレッジ主催の講座を２講座開催した。 

みと好文カレッジ，市民センターに 

おける「みと弘道館大学」の充実 

【生涯学習課】 

市民センター（７か所）において，スマートフォン初心者

対象の「はじめてのスマホ体験講座」を開催（７回，延べ

96人）した。 

 市民センターにおいて，一般教養講座を 166講座，定期講

座（教室・クラブ）を 576講座開催した。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】現代的課題や地域が抱える課題解決のための学習機会の提供 

・ 生涯学習サポーターの活用等を図り，現代的課題や地域が抱える課題解決のための講座を開催

する。 
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⑵ みと好文カレッジ事業の充実 

目標指標 実績 評価 

生涯学習サポーターの新規登録者：10名 10名 Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

生涯学習推進のための 

人材育成，人材活用 

【生涯学習課】 

市民と行政との協働により市民生活を豊かにする学習プ

ログラムの企画・運営に携わる生涯学習サポーター育成のた

め，人材育成講座「さきがけ塾」を開催し，令和２年度の受

講生 10 名が生涯学習サポーターに登録した。（登録者総数

60人） 

また，令和４年１月から「さきがけ塾」七期生が受講を開

始した。 

市民講師登録・派遣事業「あなたも師・達人制度」の登録

者が 297人となり，５件の派遣を行った。 

市民センターにおける 

社会教育事業の支援，指導 

【生涯学習課】 

市民センター職員の力量を高めるため，「東湖塾」を開催

し，講座のプログラム作成など実践的な知識や技術等を身に

つける集合研修や，市民センターの新任職員や社会教育事業

を担当する職員が必要とする社会教育事業の知識等を習得

させる訪問研修を実施した（集合研修９回，訪問研修 68回

（全市民センター））。 

パイロット事業の開発・研究 

【生涯学習課】 

 現代的課題の解決に向けた，先進的な講座の開発・研究と

して，みと好文カレッジ主催で，オンライン会議システムを

使用した講座を開催するほか，動画による講座を水戸市公式

YouTubeで配信するなど，ＩＣＴ技術を活用した講座を実施

した。 

また，生涯学習サポーターによる市民と行政との協働企画

講座を３講座，みと好文カレッジと市民センターとの共催に

よる「好文塾」を２講座開催した。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】生涯学習サポーターの養成 

・ 「さきがけ塾」を継続実施し，生涯学習サポーターの養成を行う。 
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⑶ 人権教育の充実 

目標指標 実績 評価 

人権問題に関する講演会の開催：年 10回 年７回 Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

同和問題をはじめとする人権問題に

関する教育，啓発活動の充実 

【生涯学習課】 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，人権問

題に関する講演会の開催は，年７回であった。 

視聴覚教材の貸出しや啓発資料の配布，人権週間にあわせ

た啓発標語入り懸垂幕の設置などにより，市民の人権尊重意

識の向上に努めることができた。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】同和問題をはじめとする人権問題に関する教育，啓発活動の充実 

・ 市民各層を対象として，市民センター等において人権啓発講演会を開催するほか，視聴覚教材

の活用や啓発資料の配布等を通じ，人権問題に対する理解と認識を深め，人権尊重意識の向上に

努める。 

 

⑷ 図書館事業の充実 

目標指標 実績 評価 

１校当たりの学校図書館巡回支援回数：全校 年 33回 年 33回 Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

学校図書館支援事業の推進 

【中央図書館】 

学校図書館支援員が，学校図書館担当教諭（司書教諭等）

や学校図書館ボランティア等と連携しながら，蔵書の整理や

データベース化など学校図書館の環境整備に取り組んだ。 

また，おすすめ本の紹介や読み聞かせなどを実施し，子ど

もたちが学校生活の中で読書に親しむことができるよう，支

援を行った。 

図書館資料，レファレンスサービスの

充実 

【中央図書館】 

資料収集方針に基づき，６館で図書 20,876冊を収集し，

魅力ある書架づくりを推進することができた。 

 開館１日当たり平均 776点，年間 1,194,970点の資料の貸

出を行った。また，年間 729,735人の入館者があった。 

郷土に関する事例集の公開を新たに 103件行い，市民の調

査研究に資することができた。 

子どもの読書活動推進計画（第２次）

の推進 

【中央図書館】 

読書を通じた家族のふれあいを促進するため，親子で絵本

事業の内容充実や家読（うちどく）の啓発を図った。 

また，保育所，幼稚園等における児童書の充実に向けて図

書館から団体貸出を行うとともに，小・中学校等の学校図書

館支援の推進や推薦図書リストの作成・配布を行うなど，子

どもの読書活動への理解の促進と読書活動の推進に努めた。 
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地域の特性を生かした図書館づくり

の推進 

【中央図書館】 

各館において，市民の課題解決に向けた講座等を計９回開

催した。 

常澄図書館において「つねずみとしょかんまつり」を開催

し，約 700 人の来館者があった。 

各館における地域性や来館利用者層の実情や実態を踏ま

えた上で，資料の選定収集やイベントの企画開催を行い，そ

れぞれの地域性に合った特色ある図書館づくりに努めた。 

市民との協働による図書館活動 

の推進 

【中央図書館】 

図書館ボランティアとして 268人が登録し，「親子で絵本」

事業やおはなし会，図書の修理や配架等のボランティア活動

を行い，市民との協働による図書館づくりに努めた。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】学校図書館支援事業の推進 

・ 蔵書のデータベース化の推進や読書相談への対応など，児童生徒が学校生活の中で読書に親し

めるよう，学校図書館の支援に取り組む。 

 

  

３月 31日時点の冊数を入れてく

ださい。 
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 基本目標 10 歴史を学び未来へ受け継ぐ人づくり 

  市民との協働により，風格ある歴史まちづくりを進め，郷土への誇りと愛着を深めるとともに，歴

史や文化，芸術に親しみ，国際社会で活躍できる人材を育成する。 

１ 歴史的資源の保全と活用 

水戸の貴重な財産である歴史的資源を大切に守り，次代へ継承するとともに，水戸ならではの風

格ある歴史まちづくりを進め，まちの魅力として高めていくため，文化財の適切な保護，保存，活

用に努める。 

近世日本の重要な教育遺産であり，日本遺産の構成文化財である弘道館と偕楽園の世界遺産登録

に向け，関係自治体との推進協議会を通じた広域連携による取組を進めるとともに，学校教育の場

での活用や市民との協働による取組の推進に努める。 

博物館においては，郷土水戸に関わりのある自然，歴史，民俗，美術等の資料を収集・保管する

とともに，展覧会の開催等を通して，郷土の歴史や文化，自然にふれることのできる機会を提供す

るなど，地域，学校との連携のもと，市民が楽しむことのできる教育普及事業の充実に努める。 

 

⑴ 文化財の保護，保存，活用 

目標指標 実績 評価 

水戸城二の丸角櫓への歩行者通路の整備完了 整備完了 Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

水戸城歴史的建造物整備事業の推進 

【歴史文化財課】 

令和３年６月 22日に二の丸角櫓アプローチが完成したこ

とに伴い，「弘道館・水戸城跡周辺地区の歴史まちづくり基

本構想」に位置付けられている整備事業が完了した。 

ヒカリモの検証・活用事業の推進 

【歴史文化財課】 

市民がヒカリモを観察できる施設を設置するため，千波公

園内に試作した屋外観察施設において調査を行うとともに，

過去に市内でヒカリモが確認された場所の現地調査を実施

した。 

水戸の魅力ある文化遺産再発見事業

の推進（水戸市地域文化財） 

【歴史文化財課】 

広報みとでの周知や，地区への声掛け等により，認知度向

上を図った結果，令和３年度は「満蒙開拓幹部訓練所 事務

棟・講義棟」，「木村家住宅 水戸空襲遺構（附焼夷弾１点）」，

「見川小学校のシダレザクラ」の３件を認定した。 

県指定文化財「綿引家住宅」等の 

保存修理 

【歴史文化財課】 

11 月から１月にかけて綿引家住宅（主屋）の茅葺屋根の

葺き替えへの支援を行った。併せて，市指定史跡会沢正志斎

の墓の修復に係る支援を行った。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【拡充】水戸城歴史的建造物整備事業の推進 

・ 来訪者にとってさらに快適な空間とするため，歩行者通路の美装化等，周辺環境整備を適宜実

施していく。 

【継続】ヒカリモの検証・活用事業の推進 

・ 市民がヒカリモの自然発光を観察できる施設に適した環境の確保に向けて，過去に市内で自然

発光が確認された場所及びその周辺を調査する。 
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【継続】水戸の魅力ある文化遺産再発見事業の推進（水戸市地域文化財） 

・ 令和３年度中に相談のあった２件について，調査を継続する。 

【継続】県指定文化財「綿引家住宅」等の保存修理 

・ 令和４年度には倉の茅葺屋根の葺き替えを実施する。 

 

⑵ 史跡等整備活用事業の推進 

目標指標 実績 評価 

台渡里官衙遺跡群基本方針の決定 方針決定 Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

台渡里官衙遺跡群整備事業の推進 

【歴史文化財課】 

令和２年度に国指定史跡台渡里官衙遺跡群（観音堂山地

区）の範囲確認調査が終了したことから，今後の観音堂山地

区の整備へ向けた進め方等について，専門会議等を開催し，

基本方針を決定した。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】台渡里官衙遺跡群整備事業の推進 

・ 平成 26年度から令和２年度まで実施した観音堂山地区の内容確認調査報告書の作成を進めると

ともに，保存活用計画の策定準備を進める。 

 

⑶ 埋蔵文化財発掘調査等事業の推進 

目標指標 実績 評価 

埋蔵文化財を活用した企画展の開催 企画展開催（来館者 2,720人） Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

埋蔵文化財公開活用事業の推進 

【歴史文化財課】 

埋蔵文化財の普及啓発を図るため，埋蔵文化財センター主

催の体験教室（勾玉つくり教室（全２回，延べ 186名参加）

等）や企画展示（「悠久の水戸史－遺跡に刻まれた人と水の

歴史－」（来館者 2,720名））を開催した。市立図書館５館に

おいて，市内遺跡発掘調査成果展示・歴史セミナー「MITO 

CITY MAIBRARY」を開催した。 

市内遺跡発掘調査事業の推進 

【歴史文化財課】 

各種開発に伴う試掘・確認調査を 169 件，本発掘調査を

11件実施した。 

発掘調査報告書については，12 冊（公共事業６冊，民間

開発５冊，直営調査１冊）刊行した。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】埋蔵文化財公開活用事業の推進 

・ 毎年恒例のイベントとして定着した児童生徒又は親子向けの体験教室を引き続き開催するとと

もに，毎年度切り口を変えて，市内の埋蔵文化財を題材とした企画展示の開催を継続することで，

日々蓄積される市内遺跡発掘調査成果の普及・啓発に努める。 
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⑷ 伝統芸能の継承と発展 

目標指標 実績 評価 

「広報みと」・市ホームページへの掲載：年５回 ― ― 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

民俗芸能伝承団体への支援 

【歴史文化財課】 

無形民俗文化財の伝承保存と後継者育成を図るため，民俗

芸能団体への支援を実施した。 

広報みと及び市ホームページへの掲載は，新型コロナウイ

ルス感染症の影響から掲載予定の活動が中止となったため，

実施しなかった。 

 「市郷土民俗芸能のつどい」についても，新型コロナウイ

ルス感染症の影響により次年度へ延期となった。 

≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】民俗芸能団体への支援 

・ 無形民俗文化財の伝承保存と後継者育成の支援を行うとともに，新型コロナウイルス感染症の

影響により延期となった「市郷土民俗芸能のつどい」の開催に向けて民俗芸能団体との協議を行

う。 

 

⑸ 世界遺産登録・日本遺産周知に向けた取組の推進 

目標指標 実績 評価 

教育遺産の価値・魅力を発信する世界遺産講演会など

の開催 

世界遺産フォーラム１回開催 

（参加者 70人） 
Ｂ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

広域連携による世界遺産登録推進活

動と市民との協働による取組の推進 

【歴史文化財課】 

本市主催，教育遺産世界遺産登録推進協議会の共催で外部

有識者と協議会委員を招き，世界遺産登録推進フォーラム

「近世日本の教育遺産群を世界遺産に」を開催した。 

協議会委員と民間業者との協働で検討状況報告書概要版

の英語版刊行に向け，翻訳作業を行った。また，市民主催の

事業の中で近世日本の教育遺産群の概要や本市と協議会の

活動を説明する講座を開催した。 

日本遺産ブランド力向上事業 

（茨城県内日本遺産認定自治体連携等） 

【歴史文化財課】 

日本遺産フォローアップ委員会による審査の結果，近世日

本の教育遺産群は認定継続となった。 

 「日本遺産フェスティバルin 小松」において，教育遺産

世界遺産登録推進協議会のブースを出展し，教育遺産群をＰ

Ｒした。 

県内の認定自治体である牛久市及び笠間市と連携し，令和

４年３月に笠間市で開催された日本遺産シンポジウムに市

職員が講師として参加した。 
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≪今後の取組の方向性≫ 

【拡充】広域連携による世界遺産登録推進活動と市民との協働による取組の推進 

・ 文化庁が世界遺産に登録するための候補物件の暫定一覧表見直しを決定したことから，文化庁

の動向を注視し，速やかに対応できるよう準備する。また，暫定一覧表への追加記載提案書概要

版の英語版を刊行し，海外の有識者を招いた国際シンポジウムの令和５年度の開催に向けた準備

等を行う。 

【継続】日本遺産ブランド力向上事業 

・ 協議会内や県内認定自治体との連携を進め，これまで以上に積極的な魅力発信等を行う。 

 

⑹ 博物館事業の充実 

目標指標 実績 評価 

特別展入館者：年 3,000人 年 7,832人 Ａ 

主要事業 【担当課】 実施状況及び評価 

特別展等の開催（夏休み子どもミュー

ジアム，秋季特別展，冬季特別展） 

【歴史文化財課】 

水戸の自然や歴史，文化を紹介する企画展・特別展を実施

した。 

・ 夏休み子どもミュージアム 

「妖怪参上！」（入場者数：3,538人） 

・ 秋季特別展 

「徳川頼房 初代水戸藩主の軌跡」 

（入場者数：2,507人） 

・ 冬季特別展 

「渡り鳥の不思議」（入場者数：1,787人） 

小・中学校，義務教育学校との 

連携事業の推進 

（体験講座，出前講座，職場体験等） 

【歴史文化財課】 

 小学校の学習内容に対応するかたちで，むかしの道具の実

体験講座等を実施した。 

・ 体験講座（２校，123人参加） 

市民・地域との協働事業の推進 

【歴史文化財課】 

・「わたしは戦争を忘れない」（参加人数：64人） 

戦争の語り部から実体験を聴くことにより，戦争の苦し

み，悲しみを実感してもらう「わたしは戦争を忘れない」を

実施した。 

・「このまちの空襲を若者たちが伝えてみた －オンライ 

 ンでつなぐ東京と水戸－」（高校生10人，戦争体験者２人，

一般視聴者55人（回線）） 

水戸・東京の高校生が，それぞれの地域の空襲体験記や戦

争にまつわる詩を朗読するとともに，戦争体験者，オンライ

ンによる参加者も交えて語り合うことで，戦争の実態を学

び，体験の継承を考える機会を提供した。 
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≪今後の取組の方向性≫ 

【継続】特別展等の開催 

・ 多様な市民のニーズに応え，時代に即した博物館活動を推進するため， 展覧会の充実を図る。 

【継続】小・中学校，義務教育学校との連携事業の推進，市民・地域との協働事業の推進 

・ 自然や歴史・文化に対する理解を深めるため，体験講座をはじめとする連携事業を実施する。 
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第４ 学校における新型コロナウイルス感染症への対応 

  

 新型コロナウイルス感染症は，変異株等の影響から流行の波を繰り返し，学校においては，令和３

年度も県の非常事態宣言等に伴う感染拡大防止のための臨時休業や学級閉鎖等を実施した。 

そのようななか，令和２年度に試行的に実施していたオンライン授業を本格化するなど，子どもた

ちの学習に遅れが生じることのないよう工夫を凝らしながら，感染拡大防止と学びの保障の両立に取

り組んだ。 

 

１ 学校の臨時休業期間等について 

期間 対象 対応 備考 

８月 27日（金） 

～31日（火） 

小中学校 臨時休業  

９月１日（水） 

～３日（金） 

小中学校 分散登校 

（３日間のうち１回登

校） 

登校日：家庭での過ごし方や

オンライン授業を円滑に行う

ための指導等（午前のみ） 

登校日以外：オンライン学習 

９月６日（月） 

～10日（金） 

小中学校 臨時休業 午前:オンライン授業 

午後:自主学習 

９月 13日（月） 

～21日（火） 

小学校 1～５年生 臨時休業 

 

午前:オンライン授業 

午後:自主学習 

小学校６年生 

中学校１，２年生 

午前・午後：オンライン授業 

中学校３年生 臨時休業 

（９月 14 日（火）～17

日（金）分散登校（４日

間のうち２回登校）） 

登校日：進路指導を含む個別

面談(午前のみ，午後はオンラ

イン授業) 

登校日以外：オンライン授業 

９月 22日（水） 

～30日（木） 

小中学校 分散登校 

（１日おきに３回登校） 

分散登校：通常授業 

登校日以外：オンライン授業 

１月 31日（月） 

～２月 18日（金） 

小学校 臨時休業 オンライン授業 

２月 24日（木） 

～３月２日（水） 

中学校３年生 臨時休業 オンライン授業 

３月 14日（月） 

～18日（金） 

小学校１～５年生 臨時休業 オンライン授業 

  ※ その他，学級や学年の感染拡大状況を踏まえ，学級閉鎖等の対応を行った。 
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２ 学校の臨時休業期間におけるオンライン授業について 

  令和２年度に一部の学校で試験的に実施していた双方向型のオンライン学習を本格化し，学校の

臨時休業期間において，児童生徒１人１台端末を活用したオンライン授業を実施した。 

  児童生徒同士が意見を出し合う時間を設けたり，図画工作や家庭科の授業で作品等を画面上で見

せ合い，話し合う時間を設けるなど，双方向でのやり取りを多く取り入れ，より対面に近い授業と

なるよう工夫を凝らした。 

  ８月から９月にかけてのオンライン授業については，端末の操作等に課題が見られたため，学校

再開後，学習内容についてのフォローアップや教員に対する課題の共有，授業例の提示等に取り組

んだ。その結果，１月以降の臨時休業においては，よりスムーズにオンライン授業を実施すること

ができ，水戸市版ＧＩＧＡスクール構想※による教育ＩＣＴの高度化を着実に推進している。 

なお，通信環境のない家庭には，モバイルルーターの貸し出しを行うほか，学校を開放し，校内

の通信環境を利用できるように対応した。 
 

 ※ 国のＧＩＧＡスクール構想を踏まえながら，本市独自の取組として，普通教室への大型提示装置の設置やスタ

イライスペンの配備などＩＣＴ機器の充実を図るとともに，Google など外部から講師を招いての研修やＧＩＧ

Ａスクールプロジェクトリーダー研修など本市独自の研修スタイルを位置付けている。 

  

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

３ 学校行事について 

  児童生徒の思い出に残るよう各学校において，感染防止を第一としつつ，開催可能なものについ

ては，時期や場所，開催方法等について，工夫しながら実施に努めた。 
 

○ 修学旅行，船中泊を伴う自然教室 

新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から，生徒の健康安全を考え中止としたが，生徒

の意見を取り入れながら，代替行事を実施した。 
 

  【修学旅行の代替行事】 

 ・ 宮城県，福島県，石川県など 

   

 

 

 

 

 

 

  

福島県あぶくま洞（第四中） 宮城県仙台城址（第五中） 

オンライン授業の様子 
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  【船中泊を伴う自然教室の代替行事】 

 ・ 山梨県：ラフティング体験など 

 ・ 群馬県：ラフティング体験，ジップライン※体験など 

※ワイヤーを滑車で滑り降りるアクティビティ 

・ 福島県：スキー体験など  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ○ コロナ禍で工夫して実施した行事等 

  ・ 陸前高田市とのオンライン交流 

  ・ 水戸芸術館等との連携による芸術鑑賞会 

（動画配信，ＤＶＤ配布） 

  

   

 

 

 

４ 今後の取組について 

新型コロナウイルス感染症については，いまだ予断を許さない状況であることから，引き続き，

基本的な感染症対策を講じながら，児童生徒の健康面はもとより，１人１人の心情に寄り添った，

通常に近い学校生活を送ることができるよう努めていく。 

また，オンライン授業の実施により得られた成果や顕在化した課題を踏まえ，通信機器の強化な

ど，オンライン授業環境の向上を図るとともに，平常時においても，タブレット端末を効果的に活

用した学習に努め，ＩＣＴを活用しながら「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に進め，

児童生徒の資質能力の育成を図っていく。 

 

山梨県ラフティング体験（第三中） 群馬県ジップライン体験（国田義務教育） 

子どものための音楽会（ＤＶＤ鑑賞） 
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第５ 水戸市教育事務評価専門委員の意見 

 

小島 睦（常磐大学人間科学部教育学科特任教授） 

 

１ 「報告書の作成に当たって」について 

目標値の達成状況に加え，取組の成果を前年度と比較し，達成の程度を示すことができるよ

うな評価基準となっている。施策の進捗状況を捉える上で，わかりやすく工夫されたものであ

る。また，今後の取組の方向性を示すことで，成果や課題をより明確に読み取ることができ，

施策に対する市としての考え方を理解することができる。項目によっては数年の推移がわかる

資料（グラフや表など）を説明として付け加えることなども検討していただきたい。 

 

２ 「教育委員会の活動状況」について 

委員会において活発な意見交換がなされていることが読み取れる。コロナ禍における会議の

実施方法としてオンライン会議を導入するなど，様々な状況に対応できる実施のあり方につい

ての試みもなされていた。 

 

３ 「施策の実施状況」について 

⑴ 基本的方向１ 子どもをしっかり育てる環境づくりの推進 

ア 基本目標１ 人間としての基礎を育む家庭づくり 

新型コロナウイルス感染症の影響がある中，各市民センターにおける家庭教育強化事業

の講座が一定程度の回数を維持できたことは，実施に係る工夫と努力がうかがえるもので

ある。父親向け講座が新たに実施されるなど，事業の見直しによる家庭教育の一層の充実

に期待がもてる取組となった。 

 

イ 基本目標２ 安心で安全な地域づくり 

「通学路安全対策の実施：10 か所」とした目標指標に対し，実施が 90 か所となったこ

とは大いに評価されるべきことである。一方，早急に安全対策が求められる箇所がこれだ

け多いことを示しているものであるとすれば，目標として設定している「10か所」が妥当

なものなのかについても改めての検討が必要となるのではないか。 

 

ウ 基本目標３ 子どもをしっかり育てる学校づくり 

目標指標「幼児教育と小学校教育の接続のための協議会の開催」ついては，新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大防止のため，管理職部会を開催することができず，評価がＣと

なった。感染状況を踏まえての対応であったことについては理解できるが，今後の対策と

して，オンライン開催や代替としての研修のあり方について検討しておくことも必要では

ないかと考える。 

教職員の働き方改革の推進では，目標指標を「自動音声応答装置の導入」としているが，

学校における教職員の働き方の現状がどのようなものなのかを示すことのできる指標を取

り入れることが望まれる。また，今後の取組の方向性においては，部活動のあり方の見直
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しが掲げられており，双葉台中学校において実践研究の継続が行われている。働き方改革

の推進に向けた取組として，成果と課題を検証していただきたい。 

学校の特色を生かした教育の推進では，小規模特認校制度について広報活動の充実が図

られている点が評価できる。小規模特認校制度利用者数については，前年度との比較だけ

でなく数年の推移を示すことで，現状や見通しへの理解が深まるものになると考える。 

 

⑵ 基本的方向２ 一人一人の確かな学びと夢を実現する水戸スタイルの教育の推進 

ア 基本目標４ 確かな学びと学習意欲を高める教育【チャレンジプランの推進】 

確かな学力の定着として，学力診断のためのテスト（県）における対県平均との比較を

目標指標に掲げている。評価結果としての客観的な数値のみで現状を大まかに理解するこ

とも大切であるが，誤答などの分析とそれに基づく具体的な指導内容や方法を明らかにし

ていくことが改善の鍵になってくる。若手の教員も多くなっているため，現場で実践して

ほしい授業モデルの提示など具体的な働きかけを工夫していただきたい。 

 

イ 基本目標５ 世界で活躍できる資質を磨く教育【グローバルプランの推進】 

英会話力の向上に関する目標指標は客観的な数値で示せるものとなっており，水戸市が

取り組んでいる英会話の成果をわかりやすく捉えることができるものである。評価もＡと

なっていることから，本市の外国語教育の充実度がうかがえる。実施状況からは，小中学

校が連携し９年間の学習到達目標の設定，指導法の統一といった具体的な取組がなされて

いることが読み取れる。今後のさらなる成果に期待したい。 

  

ウ 基本目標６ 郷土を愛し，豊かな感性を磨く教育【キャリアプランの推進】 

郷土への理解を深める教育の充実では，教育内容の体系化や教師用資料集の活用により

児童生徒の学習も充実したものになっている。コロナ禍のため，弘道館や水戸城大手門な

ど現地を見学する機会を設けることは難しいところであったと思うが，水戸市の教育的な

資源を児童生徒の学習に有効に活用するという観点から，現地の見学を実現するための課

題や工夫について整理・検討をしていただきたい。 

 

エ 基本目標７ いのちや人権を大切にする教育【ふれあいプランの推進】 

いじめの未然防止に向けた取組として，あいさつ運動は，学校，地域，保護者が一緒に

なって安全・安心な環境づくりに取り組む機会として重視しているものである。あいさつ

運動の趣旨とともに市内すべての学校が取り組んでいる様子を市民に広く伝えることにも

力を入れていくことが大切と考える。 

 

⑶ 基本的方向３ 参画と協働の人づくりの推進 

ア 基本目標８ 社会に参画する若者づくり 

家庭，地域，学校，行政間の連携の推進においても，コロナ禍における施策の実施に大

変な苦労と工夫が必要になったことと思う。「こどもの安全守る家」の登録件数の確保にあ

たっては例年以上のはたらきかけがなされたことで，これまでと同等の実績を得ることが

できたことを評価したい。また，青少年の健全育成に向けた活動をハイブリッド開催・オ
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ンライン開催とするなど，困難な状況下における活動の維持に関して工夫がみられるもの

となった。 

 

イ 基本目標９ 社会や地域のために自ら活動する人づくり 

みと好文カレッジ事業の充実では，生涯学習サポーターの登録が順調に行われている。

評価としてはＢとなっているが，これまでの計画的，継続的な取組により登録者総数も確

実に伸びている。単年度の評価だけでなく，これまでの推移を示すことが施策を適切に評

価するために必要なこととなるのではないか。 

 

ウ 基本目標 10 歴史を学び未来へ受け継ぐ人づくり 

水戸城二の丸角櫓への歩行者通路が整備され，観光的価値も一層高いものとなった。整

備事業の完了にあたり，これまで携わってこられた関係者の方々の御苦労に敬意を表した

い。市内児童生徒の郷土への理解を一層深められるよう，教育資源としての積極的な活用

が進められることを期待したい。 

 

４ 「学校における新型コロナウイルス感染症への対応」について 

  学校における新型コロナウイルス感染症への対応について，令和３年度の一番の問題は，臨

時休業期間を含め児童生徒の学習をどのように保障するかであった。学習の機会を確保するた

め，オンライン授業の実施に先生方が速やかに取り組み，指導の可能性を広げることができた

ことに敬意を表したい。緊急的対応の必要からの取組という側面も否定できないが，そこから

さらに，陸前高田市とのオンライン交流などに発展させていく先生方の創意工夫にもたくまし

い姿が見て取れた。行政には，水戸市版ＧＩＧＡスクール構想のように，学校がさらに先の一

歩を踏み出していけるよう，ハード，ソフト面での整備を進めていただき，教育の一層の充実

が図られることを期待したい。 
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鬼澤 真寿（元水戸市立三の丸小学校長） 

 

１ 「報告書の作成に当たって」について 

  今回から，それぞれの施策に対し，実績を示した点は，達成度を見ていく上で，わかりやすい。

また，前年度との比較も交えて４段階の評価基準を設けて評価している点からも，実績と照らし

合わせて施策の実効性が確認できる。さらに「今後の取組の方向性」を示すことで，課題解決に

向けた次年度への取組の工夫改善点が明確になっている。今後は，どうすればＡ評価につながる

のか，具体的な方向性を提示することをお願いしたい。 

  実施状況及び評価について，実施状況は「～した。～できた。」という表記で容易に把握できる

が，評価として，その事業からどのような結果や効果が見出されたのかを意識して追記されたい。 

 

２ 「教育委員会の活動状況」について 

  12回の定例会と５回の臨時会や視察等を通して，多角的に現状を捉え，広い見識をもって，喫

緊の課題に即時的に対応できるようにしている。また，今後の取組の方向性で新たな提言もされ

ているので，ぜひ実施した上で検証されたい。委員会での「主な意見」も貴重な提言として，ど

のように教育行政に反映させてきたか，あるいは，今後どう反映させていくかについても，明記

しておくことを検討されたい。 

 

３ 「施策の実施状況」について 

⑴ 基本的方向性１ 子どもをしっかり育てる環境づくりの推進 

  ア 基本目標１ 人間としての基礎を育む家庭づくり 

    新型コロナウイルス感染症の影響で十分な実績を残すことは難しかったが，具体的な施策

を掲げて，学校（園）と家庭や地域との連携や家庭支援等が円滑に実施されていた点は，評

価できる。さらに訪問型家庭教育支援等の充実を図り，行政・学校と家庭・地域との協働体

制の構築に尽力されたい。 

 

  イ 基本目標２ 安心で安全な地域づくり 

    他県で発生した事故の事例をもとに，90 か所の通学路の危険箇所を改善した実績は大き

い。事故ゼロを目指した安全体制の確立のために，今後も日常的な点検と改善，スクールガ

ードの活用をさらに充実されたい。大学生や地域人材を生かした学校支援については，「地

域とともにある学校」の実現に向けて価値ある施策であることから，様々な場面で人材活用

ができるように，行政と学校が連携した支援方法の拡充を図られたい。そして，教員を目指

す学生の発掘にも寄与されたい。 

保育サービスについては，待機児童がゼロには至っていないが，３名まで改善できたこと

は，評価に値する。定員の拡大や保育士の確保が功を奏している。今後も，保育士の負担軽

減や離職防止を図る実効性のある施策を講じられたい。 

    地域子育て支援事業は，未就園児を抱える保護者の交流や相談の場として貴重な機会とな

っている。「水戸で子育てがしたい」という思いを抱く施策をさらに拡充していただきたい。 
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  ウ 基本目標３ 子どもをしっかり育てる学校づくり 

    「幼児教育と小学校教育の接続のための協議会」が，コロナ禍のため予定回数を実施でき

なかったが，今後は，オンライン会議等の活用も検討されたい。 

    市立幼稚園の再編が，順調に進んでいる点は評価できる。今後は，保護者のニーズに応え

うる認定こども園のあり方を検証されたい。 

学校施設，給食施設設備の整備・充実については，順次改善されている点を評価したい。

教職員の働き方改革の推進では，自動音声応答装置及び弁護士への直接相談が導入された 

ことは，教職員の負担軽減につながる手立てとして期待できる。併せて就学援助費や災害共

済給付金の振込等も，職員の負担軽減に有効である。部活動については，負担軽減のあり方

を検討しつつ，部活動自体がもつ教育的効果も十分発揮できる形を模索しなければならない。

これまで積み重ねてきた教育効果を崩壊させる取組であっては，働き方改革が逆に大きな負

担を生み出す結果を招いてしまう。検証と工夫・改善を重ね，生徒の輝く姿を描きながら，

水戸市ならではの部活動のあり方を確立されたい。児童生徒と向き合う時間を確保するため

に，引き続き，業務の改善に取り組み，長時間勤務の解消に努められたい。 

    学校運営協議会制度は，学校支援活動等を通して各学校が抱える課題解決の場として機能

している点が評価できる。今後も，特色ある学校づくりに向けて，その役割を果たされたい。 

    小中一貫教育及び学校の特色を生かした教育については，取組の拡充やＰＲ効果等により

一定の成果は見られるものの，次ステージの姿を描くまでには至っていない。小学校での教

科担任制を踏まえた９年スパンの指導のあり方，小規模特認校における特色の拡充など，現

状維持に留まらず，水戸市独自の取組を展開して，水戸型小中一貫教育，水戸型小規模特認

校（特認校の追加も含めて）のブランド化を目指されたい。 

    生徒指導の充実では，各種ニーズに応えるべく相談体制が整っている。今後は，積極的な

生徒指導として，うめの香ひろばの拡充やスクールソーシャルワーカーの配置等による不登

校や問題行動の未然防止に期待する。また，義務教育以降の引きこもりも問題化しているの

で，関係機関やＮＰＯ法人等との連携も視野に入れた施策を検討されたい。 

    教職員の研修では，中核市としての独自の研修が実施され，高い満足度を示していること

からその充実ぶりが伺える。教職員の資質能力の向上策を計画的に展開することで，児童生

徒の知・徳・体の向上につなげられたい。 

 

⑵ 基本的方向２ 一人一人の確かな学びと夢を実現する水戸スタイルの教育の推進 

  ア 基本目標４ 確かな学びと学習意欲を高める教育【チャレンジプランの推進】 

    確かな学力の定着では，「県学力診断のためのテスト」での小６，中２の平均点が県平均よ

りマイナスを示している。その要因を明確にし，数値をプラスに転化するために，具体的な

施策を投じ，各学校の実情に応じて一斉に取り組んでいけるよう，教育委員会のイニシアチ

ブを期待する。学力向上サポーターの全校配置や放課後学力サポート事業の拡充は，学力向

上を図る施策として評価できる。 

 

  イ 基本目標５ 世界で活躍できる資質を磨く教育【グローバルプランの推進】 

    英検３級相当以上の生徒割合が，目標指標を上回る結果となったことは大きな成果である。

また，小中連携で英会話授業を実施している点も評価できる。今後はさらに，９年スパンに
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よる英会話学習の充実に力を注ぎ，日常的な英会話が出来る児童生徒の育成に期待する。 

情報活用能力の育成については，活用能力が身に付いている児童生徒の割合が目標指標を

上回っている点は，評価できる。１人１台端末を有効活用できるように，教員のＩＣＴ活用

能力を高める研修を計画的に実施されたい。 

 

  ウ 基本目標６ 郷土を愛し，豊かな感性を磨く教育【キャリアプランの推進】 

    日本遺産の学習を全校で実施できたことは評価できるが，弘道館や大手門，二の丸角櫓等

に足を運んでの現地学習は３校にとどまっているので，全校で実施されることを期待する。 

 

  エ 基本目標７ いのちや人権を大切にする教育【ふれあいプランの推進】 

    いじめの未然防止の目標指標として，あいさつ運動を掲げているが，例えば，「いじめ解決

フォーラムの実施率 100％」などの指標の方が，未然防止という点では，よりわかりやすい

と思われる。あいさつ運動等は，「いじめ撲滅キャンペーン」等と銘打って，フォーラムなど

とともに，各校の独自性が発揮できる取組として展開してはどうか。いじめの早期発見・早

期対応では，いじめ解消率 100％を指標としているが，毎年不動の数値であることから，指

標自体を「いじめ発生率前年比〇割減」など，再考することも検討されたい。取組としては，

「いじめ青少年相談ダイヤル」等の設置による相談活動の拡充が評価できる。 

 

⑶ 基本的方向３ 参画と協働の人づくりの推進 

  ア 基本目標８ 社会に参画する若者づくり 

    新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて，中止ではなく，様々なアイディアを駆使

して，各種団体への支援や社会参加活動への支援を行ってきたことは，評価に値する。 

子ども会活性化に向けた方策については，各地区の実情に応じて，主体を地域に委ねるこ

とで活動再開につながった子ども会が出てきたことが評価できる。全ての子どもたちが参加

できる子ども会，保護者負担のない育成会の実現をさらに推進されたい。青少年相談員や教

員のボランティアによる街頭補導は，非行への抑止力として効力を発揮しているが，ボラン

ティアとは言え，過度な負担とならないよう，配慮をお願いしたい。 

 

  イ 基本目標９ 社会や地域のために自ら活動する人づくり 

    コロナ禍のため，十分な講座が開催できない状況はあったが，市民に対し，自ら学ぶ場を

提供している点に価値が見出せる。生涯学習サポーターや師・達人登録者が活躍できる場を

さらに拡充することで，学びを地域に生かす環境づくりを進められたい。 

図書館事業の充実では，学校への巡回支援や特色ある図書館づくりを通して，読書活動の

活性化が図られている点を評価したい。 

 

  ウ 基本目標 10 歴史を学び未来へ受け継ぐ人づくり 

    水戸城二の丸角櫓の完成に伴い，「弘道館・水戸城跡周辺地区の歴史まちづくり基本構想」

に位置付けられた整備事業が完了したことで，水戸市の歴史的価値を高めたことは，評価に

値する。世界遺産登録・日本遺産周知に向けた取組も，報告書概要版の英語版刊行や日本遺

産フェスティバルへの参加など，努力の跡がうかがえる。 
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４ 「学校における新型コロナウイルス感染症への対応」について 

令和３年度も県の非常事態宣言等に伴う感染拡大防止のための臨時休業や学級閉鎖等に対応

せざるを得ない状況にあったが，水戸市版ＧＩＧＡスクール構想により，双方向型のオンライン

学習を確立し，１人１台端末を活用した授業を実施できたことは，大きな成果である。 

学校行事等においても，感染防止を最優先しながら，実施可能なものは実施してきたこと，ま

た，実施が難しい場合でも，児童生徒の意向を踏まえた代替行事を実施するなど，学校のオリジ

ナリティが随所に生かされていたことは，マイナスの状況下で大きなプラスを生み出す結果とな

っている。不自由な環境の中でも，自由な発想と果敢に前進する行動力があれば，人は生きる道

を見出せることを学んだ１年間であり，その足跡が，この報告書にはしっかりと残されている。 
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小林 祐紀（茨城大学教育学部准教授） 

 

１ 「報告書の作成に当たって」について 

  令和３年度における主要な教育施策の実施状況に対して，目標指標，実績，評価を示している。

評価については，４段階の評価基準を設け，適切に行っている。令和３年度は，令和２年度に引

き続き，新型コロナウイルス感染症の影響を色濃く受けた一年であったが，事業そのものの意義

や継続または見直しに関する評価を適切に行うことができている。 

 

２ 「教育委員会の活動状況」について 

  教育委員会議の委員構成，会議の運営，開催状況（令和３年度：定例会 12 回，臨時会５回，

計 17 回）等の報告から，適切な会議運営がなされている。また会議以外の活動（視察等）も，

適切に行われている。総合教育会議においても，今後の部活動のあり方や青少年・若者のボラン

ティア活動等，重要かつ喫緊の課題について適切な議論がなされている。 

 

３ 「施策の実施状況」について 

以下，特に高く評価できる事業について指摘し，あわせて課題点を指摘した。 

 

⑴ 基本的方向１ 子どもをしっかり育てる環境づくりの推進 

ア 基本目標１ 人間としての基礎を育む家庭づくり 

保護者を対象とする研修会や家庭教育強化事業等，新型コロナウイルス感染症の影響が残

る中でも，事業を適切に行っている。 

 

イ 基本目標２ 安心で安全な地域づくり 

地域で子どもを見守る体制作りの推進として，通学路安全対策の実施や保育環境の充実と

して民間保育所等におけるＩＣＴ化の推進等，積極的かつ適切に事業を展開している。 

 

ウ 基本目標３ 子どもをしっかり育てる学校づくり 

市立幼稚園の幼稚園型認定こども園（２園）及び３年保育（２園）の移行準備や学校の長

寿命化改良工事，校舎トイレの洋式化など，教育環境の整備に適切に取り組んでいる。また，

喫緊の課題である教職員の働き方改革について，自動音声応答装置の導入を全校で進めたほ

か，教職員の意識改革を促進するなど，困難が予想される事柄に対して，適切な取組を確認

することができた。 

また，教職員の資質能力の向上に関して，中核市として，法定研修を含めた教職員の研修

を適切に企画・実施している。特に，２年目から 10 年目程度の若手教員の研修について，

細やかな研修内容が用意され，継続的に取り組まれている点は高く評価したい。今後はさら

に，教員特有の学び方を考慮して，現場経験を通したスキルアップや同僚同士のフィードバ

ックなど，校外だけではなく校内における研修の機会の充実を図るとともに，悩みを一人で

抱えずに相談できる体制作り等の教育委員会によるフォローアップを継続して行っていた

だきたい。 
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⑵ 基本的方向２ 一人一人の確かな学びと夢を実現する水戸スタイルの教育スタイルの推進 

ア 基本目標４ 確かな学びと学習意欲を高める教育【チャレンジプランの推進】 

チャレンジプランにおける事業は，高く評価できるものが多い。確かな学力の定着は一朝

一夕には進まない内容であるが，ＧＩＧＡスクール構想によって整備された１人１台端末を

用いたＡＩドリルや，家庭学習スタートノート等を活用した取組によって，今後確実に学力

向上へとつながっていくと思われる。テクノロジーの活用は，保護者の期待も大きいことが

容易に予想できることから，家庭におけるＩＣＴを用いた学習のあり方について，実証的に

研究するとともに，推進に係る支援に取り組むことを期待したい。 

 

イ 基本目標５ 世界で活躍できる資質を磨く教育【グローバルプランの推進】 

⑴ 英会話力の向上，⑵ 情報活用能力の育成，⑶ 次世代リーダーの育成ともに目標指標

に対する評価が「Ａ」となり，成果とともに取組の適切性や充実度が高く評価できる。特に，

ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた取組は全国の自治体で進められているが，水戸市とし

ても十分に進展させることができている。継続的な取組を期待するとともに，ＩＣＴを用い

た教育の成果を実証的に明らかにすることで，得られた知見を教育施策に反映させるＥＢＰ

Ｍ※へと発展させることに取り組まれたい。また同時に，教員のＩＣＴ活用指導力チェック

リスト等を用いて，教員の力量形成にもアプローチした取組を行い，教員の資質能力の向上

や授業の質的向上を図られたい。さらに，日本教育工学協会が認定する「学校情報化優良校」

や「学校情報化先進地域」への視察等を通して，多様な側面からの発展を期待したい。 

   ※ エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング：証拠に基づく政策立案 

 

ウ 基本目標６ 郷土を愛し、豊かな感性を磨く教育【キャリアプランの推進】 

「水戸まごころタイム」の取組等は，特に評価できる。おもてなしボランティア活動につ

いては，新型コロナウイルス感染症拡大の影響から中止にせざるを得なかったが，今後も水

戸の特色や魅力といったリソースを生かした取組を期待したい。 

同じように，水戸芸術館と連携した芸術教育や中学生の職場体験においても，予定通りに

進められなかったが，この機会だからこそ，継続すべき内容，修正すべき内容，整理し統合

を進めるべき内容の精査を行ってほしい。 

 

エ 基本目標７ いのちや人権を大切にする教育【ふれあいプランの推進】 

いじめの未然防止，早期発見・早期対応，人権教育等に適切に取り組んでいる。とりわけ，

いじめの問題に関しては，学校との連携がしっかりとなされている。ソーシャルメディアの

発達により，これまで以上にいじめが見えにくくなっている現状があるが，いじめは子ども

の命に関わることであるため，既存のサービス（匿名相談アプリ等）を利用する等，今後も

引き続き努力していただきたい。 

 

⑶ 基本的方向３ 参画と協働の人づくりの推進 

ア 基本目標８ 社会に参画する若者づくり 

少年自然の家の活用については，新型コロナウイルス感染症拡大の影響から，目標指標に

示された利用人数に達することはできなかったが，一定程度の利用と稼働を維持できたもの
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と思われる。また，問題行動の早期発見と非行防止に関して，街頭補導等の取組は地道な活

動であり目立つことはないかもしれないが，青少年の健全な育成という視点から極めて重要

であり，高く評価したい。 

 

イ 基本目標９ 社会や地域のために自ら活動する人づくり 

⑴ 学習環境の充実，⑵ みと好文カレッジ事業の充実，⑶ 人権教育の充実，⑷ 図書館事

業の充実ともに，新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり，予定通りの実施はできなか

ったものの，制限のある中でも充実した取組がなされている。特に，⑷ 図書館事業の充実

では，目標指標を達成し，支援が充実している。 

 

ウ 基本目標 10 歴史を学び未来へ受け継ぐ人づくり 

水戸城歴史的建造物整備事業など，文化財の保護，保存，活用の各事業について，一部を

除き計画通りに推進された。博物館事業は，コロナ禍の中においても，設定された目標指標

を達成している。これらの事業については，学校と連携することで，今後の教育活動への効

果も一層期待できる。 

 

４ 「学校における新型コロナウイルス感染症への対応」について 

散発的な休業措置が続く中にあっても，各校でできることを真摯に取り組み，子どもたちの学

びを着実に進展させている。また，各校の取組に対して，教育委員会がしっかりと支援している

ことが報告から確認でき，新型コロナウイルス感染症への対応について高く評価できる。今後も，

長期にわたる対応が予想されることから，引き続きの努力をお願いしたい。 
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参考資料 

.教育委員会のあゆみ. 

年月日 事    項 年月日 事    項 

昭20.8. 2 

 

21. 5. 1 

 

    12 

22. 3.31 

     4. 1 

 

 

23. 3.31 

 

 

     7.15 

9.21 

 

24. 4. 1 

     4. 5 

     4.30 
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 25. 1.15 

 26. 2 

 27. 3.29 

     4. 1 

     8.22 

    10. 5 

    11. 1 

 

 

 28. 4. 6 

    11 

    12. 4 

 29. 4.30 

     5. 1 

 

 30. 4. 1 

 

 

 

 

     6. 5 

     8. 1 

    11 

 31. 4. 1 

 

 

     4.11 

    10. 1 

 32. 4. 1 

 

     6. 1 

 

 33. 2.28 

戦災により市立図書館焼失（昭19.10.１柵町１丁

目に開館） 

県立水戸商業学校の教室の一部を借用し，市立図

書館再開 

市庁舎，南三の丸に再建 

学校教育法・教育基本法公布 

市立女子専門学校旧42部隊跡に開設（昭27.3.31

廃校） 

6・3制義務教育実施される 

市立高等女学校（現水戸三高）県移管となる（大

15年創立） 

第一中学校，第三中学校開校 

教育委員会法公布 

「年少者の不良化防止に関する条例」を全国に先

がけて水戸市が制定・施行する（昭51.3.31廃止） 

第二中学校開校 

水戸市子どもの歌制定 

この年，市立小学校 6校 169学級，児童数 8,318

人，中学校3校85学級，生徒数3,893人 

三の丸，五軒，新荘，城東，浜田，常磐に市立幼

稚園再開園 

市での初の成人式挙行（於茨城会館） 

小学校で完全給食（4校）開始 

弘道館国の特別史跡に指定される 

緑岡村合併により緑岡小・中学校編入 

市文化財保護条例を制定 

教育委員選挙実施 

水戸市教育委員会発足 

事務局機構2室3課（教育長室，指導室，庶務課，

学校教育課，社会教育課） 

新荘小学校に初めて特殊学級を設置 

弘道館内の八卦堂再建 

城東小学校焼失（昭29.7 復旧工事完成） 

市庁舎新築のため水高跡に市役所仮事務所を開設 

市立図書館，県立水戸商業高校同窓記念館に移転

開設 

上大野村，柳河村，渡里村，吉田村，酒門村，河

和田村（一部）合併により，上大野小・中学校，

柳河小・中学校，渡里小・中学校，吉田小・中学

校，酒門小・中学校及び渡里公民館編入 

緑岡幼稚園開園 

新市庁舎竣工（南三の丸） 

中央公民館設置（後に梅香公民館と改称） 

五軒小学校校舎の一部が市で初めての鉄筋校舎となる  

石川小学校開校 

学校統合により柳河中学校を廃校し，第一中学校，

第二中学校に編入 

行政組織の見直しにより，教育長室を廃止 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行 

上大野中学校を第三中学校へ統合 

緑岡小学校寿分校を寿小学校として独立 

飯富村，国田村合併により飯富小・中学校，国田

小・中学校編入 

好文亭復元工事完成 

 4. 1 

 

 

 

34. 6. 

   11. 3 

35. 5. 1 

 

 

    7 

    9.15 

36. 4. 1 

   10.10 

 

   12.25 

37. 6. 1 

 

    7. 1 

 

38. 3.30 

 

    3.31 

    4 

    7.25 

9. 1 

39. 3.18 

 

4. 1 

 

 

40. 2. 1 

 

 

 

4. 1 

4.30 

11. 3 

41. 4. 1 

4 

 

9.28 

 

42. 3 

5 

 

43. 4. 1 

 

 

5. 1 

 

9 

 

10. 1 

44. 4. 1 

赤塚村合併により河和田小，上中妻小，山根小，

赤塚中，山根中の各学校と赤塚公民館編入 

中学校の統合が進み，吉田中学校，酒門中学校を

統合して第四中学校を開校 

五軒小学校に初めて水泳プール完成 

水戸市歌制定 

この年，市立小学校20校（内分校１校）375学級，

児童数17,097人，中学校 10校167学級，生徒数

8,271人，幼稚園7園22学級，園児数983人 

市立図書館巡回文庫開設 

水戸市体育協会発足 

第一中学校分校を堀町に設置 

第1回市体育祭実施（以後毎年実施） 

第一中学校分校を第五中学校として独立 

水戸市立小中学校区審議会発足 

副読本「みと」発行，小学 3年生に配布（以後毎

年実施） 

行政組織の見直しにより，学校教育課に学校施設

係を新設 

副読本「水戸」発行，中学 1年生に配布（以後毎

年実施） 

渡里中学校を廃校し第五中学校へ統合 

教科書無償給与始まる 

公民館吉田分館開設 

竹隈公民館開設 

新荘小学校北西校舎焼失（昭 40.11 鉄筋校舎復

旧工事完成） 

見川幼稚園開設（市移管） 

青少年センター設置 

緑岡小学校見川分校を見川小学校として独立 

行政組織の見直しにより，教育次長をおき，保健

体育課（体育係，保健給食係）を新設，社会教育

課に青少年係を新設，学校教育課の学校教育係を

学事係に，同課学校施設係を施設係に改称 

小・中学校心身障害児判別委員条例制定 

敦賀市と姉妹都市の盟約を結ぶ 

第1回市民運動会実施（以後毎年実施） 

五軒小学校に初めて「ことばの教室」を開設 

留守家庭児童会始める（石川小） 

水戸市学校教育振興会発足 

新荘小学校（東，東南校舎，給食室），同幼稚園

舎焼失（昭42.8 鉄筋校舎復旧工事完成） 

姉妹都市敦賀市と少年交流（以後毎年相互に派遣） 

上大野小学校に初めて防音校舎完成 

見川小学校を最後に市内全小学校完全給食へ 

千波公園内にテニスコート開設 

公民館柳河分館を市役所連絡所に併設 

寿幼稚園開園 

社会センター竣工開館（勤労青少年ホーム併設） 

（昭56.9.1中央公民館と改称） 

明治百年記念事業として第 1回文化祭（後に芸術

祭と改称）開催（以後毎年開催） 

交通安全都市宣言 

奨学金支給制度発足（高校生対象） 
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年月日 事    項 年月日 事    項 

44．9.24 

10. 1 

45. 3.31 

4. 1 

 

5 

5. 1 

 

 

 

 

   5. 5 

5.11 

7. 1 

 

8.31 

 

12. 1 

46. 3.31 

4. 1 

5.22 

6. 1 

6.30 

10. 1 

11. 1 

47. 1. 8 

4. 1 

 

 

7.10 

 

9.15 

11. 1 

48. 2.10 

 

4. 1 

4. 7 

6.18 

8.27 

11. 1 

49. 4. 1 

4.13 

5. 3 

6.23 

9～10 

11.23 

 

50. 1.15  

 

4. 1 

 

 

4.15 

8.10 

9.12 

水戸市総合計画策定 

柳河市民運動場開設 

学校法人の助成に関する条例制定 

赤塚公民館大塚町に移転 

青柳公園を県より移管 

学校施設夜間開放始める（中学校体育館5校） 

公民館上水戸分館開設，上大野・酒門・飯富・国

田の各公民館分館を連絡所に併設 

この年，市立小学校20校423学級，児童数15,364

人，中学校10校176学級，生徒数6,997人，幼稚

園9園31学級，園児数1,372人 

公民館宮西分館を開設 

青柳公園内に体育施設管理事務所を設置 

青柳公園内に市民プール開設 

全小中学校にプール設置完了 

私立幼稚園在籍幼児の保護者に対する補助金支給

制度発足 

水戸市民憲章制定 

国指定文化財薬王院本堂全面修理 

見川中学校開校 

公民館緑岡分館開設 

桜川公民館開設 

青柳公園内に県立屋内水泳場設置 

市派遣内地留学生制度発足（派遣先茨城大学） 

青柳公園内に市民プール合宿所設置 

公民館城東分館開設 

石川幼稚園開園 

公民館谷津分館開設 

城東市民運動場開設 

行政組織の見直しにより，庶務課を総務課に改称

し，庶務係，経理係を設置 

市庁舎移転（中央1丁目4番1号） 

学校給食共同調理場開設，中学校での完全給食始める  

「水戸の歴史」発行，小学 5年生に配布（以後毎

年実施） 

学校無人化実施（小中学校21校） 

小吹野球場開設 

新荘小学校に初めて「情緒障害児学級」を開設 

市立図書館，末広町に移転開設 

田野市民運動場開設 

山根中学校を赤塚中学校へ統合 

高松市と親善都市の盟約を結ぶ 

渡里小学校管理棟の2教室焼失 

市民体育館開設（昭48.1 着工） 

第29回国民体育大会開催 

国体記念市内一周歩く会実施（以降毎年実施） 

第10回全国身体障害者スポーツ大会開催 

行政組織の見直しにより，青少年課（育成係，補

導係）を新設，社会教育課に文化係を新設 

千波小学校開校，千波・上大野・国田各幼稚園開園 

緑岡分館を増築し，緑岡公民館として開設 

交通遺児就学奨励金支給制度発足（小中学生対象） 

少年自然の家開設 

親善都市高松市への文化使節団派遣（茨城交響楽団）  

文化福祉会館（障害者センター，勤労婦人センタ

ー，勤労青少年ホーム，児童文化センター，文化 

 

11. 3 

 

51. 3.11 

4. 1 

 

12.21 

52. 4. 1 

9.4～ 

53. 3. 7 

 

4. 1 

 

 

10. 1 

11.19    

54. 1.22 

4. 1 

 

6.16 

    11. 3 

    12. 1 

55. 3.29 

4. 1 

 

 

 

 

 

4.15 

5. 1 

 

 

 

6. 1 

7. 1 

 

7. 7 

8.10 

 

56. 4. 1 

 

 

 

 

6. 1 

6.14 

7. 1 

 

9. 1 

センター）開設 

市民総合運動会実施（各地区運動会代表参加，以

後昭和61年度まで実施） 

水戸市第2次総合計画策定 

梅が丘小学校開校，梅が丘・酒門・飯富各幼稚園開園  

見和公民館開設 

米国アナハイム市と国際親善姉妹都市の盟約を結ぶ 

中城・吉田が丘各幼稚園開園 

第1回市民軟式野球大会実施（以後毎年実施） 

第1回親善都市水戸・高松児童生徒作品展開催（以

後毎年実施） 

双葉台小中学校開校，双葉台・柳河各幼稚園開園 

水戸市教育研究所開設 

米飯給食（週1回）を導入 

双葉台公民館開設 

桜川サイクリングロード完成 

水戸市総合運動公園建設事務所設置 

上水戸分館を改築し，常磐公民館として開設 

堀幼稚園開園 

東野市民運動場開設 

「水戸郷土かるた」制作 

寿公民館開設 

水戸市青少年育成連絡協議会発足 

山根幼稚園開園 

上大野公民館開設，宮西分館を増築し，宮西公民

館として開設 

上水戸児童遊園開園（国際児童年記念） 

五軒小学校に難聴学級「きこえの教室」開設 

米飯給食を週1回から週2回に増やす 

移動図書館車「こうぶん」運行開始 

この年，市立小学校23校583学級，児童数22,423

人，中学校11校224学級，生徒数9,036人，幼稚

園22園54学級，園児数1,950人 

教育研究所に教育相談室を開設 

総合運動公園軟式野球場開設（見川町） 

総合運動公園市民球場開設 

市立図書館，博物館開設（大町） 

水戸市スポーツ指導員本部発足 

児童生徒のコンピュータによる健康度判定実施

（以後毎年実施） 

笠原小学校開校，笠原幼稚園開園 

渡里公民館改築，城東分館を増築し城東公民館と

して開設，飯富公民館開設 

水戸市総合運動公園管理事務所開設 

飯富市民運動場開設 

総合運動公園テニスコート開設 

総合運動公園相撲場開設 

渡里市民運動場開設 

ちとせ市民運動場開設 

小吹野球場を清掃第一課へ移管 

行政組織の見直しにより，保健体育課を体育課に，

同課の保健給食係を保健係に，学校給食共同調理

場の庶務係を管理係に，社会センターを中央公民 

館に改称し，青少年課の補導係，少年自然の家の

庶務係及び総合運動公園建設事務所を廃止 

文化福祉会館を市長部局へ移管 
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年月日 事    項 年月日 事    項 

9.24 

 

10. 3 

 

11. 1 

57. 4. 1 

 

5. 2 

 

5.11 

     9. 1 

11. 7 

11.11 

58. 4. 1 

 

 

 

 

 

5. 1 

6. 9 

10. 1 

59. 4. 1 

 

 

5. 1 

60. 3.17 

4. 1 

 

 

 

 

 

7. 1 

11. 2 

11. 5 

11.26 

61. 2.27 

3.25 

3.31 

4. 1 

 

 

 

 

     4.17 

6. 5 

62. 4. 1 

 

 

     6.10 

 

7. 1 

10. 1 

10.25 

 

市指定文化財（現県指定）旧水戸城城内御門復元

（水戸一高内） 

三の丸幼稚園にことば・こころの教室「ひまわり

学級」開設 

吉田公民館開設 

赤塚小学校開校 

新荘，千波各公民館開設 

身体障害者（肢体障害 1 級～3 級）に郵送による

図書の貸出し開始 

15周年記念水戸市芸術祭開催 

飯富市民運動場開設 

青柳公園改修屋内プール完成 

第1回貧血検査実施9校（小学校6，中学校3） 

笠原，石川各中学校開校 

（任意）水戸市スポーツ振興協会設立 

体育施設の管理運営を水戸市スポーツ振興協会へ委託  

大塚池公園野球場開設 

身体障害者（内機能障害 1 級～3 級）に郵送によ

る図書の貸出し開始 

柳河，笠原各公民館開設 

田野市民運動場へ透水管布設工事が完成 

酒門公民館開設 

吉沢小学校開校 

見川，国田各公民館開設 

国田市民運動場開設 

千波テニスコート2面を全天候型舗装へ改修 

国際科学技術博覧会（「科学万博－つくば’85」）開催  

堀原小学校開校，五軒・上中妻各小学校移転開校 

五軒幼稚園移転開園 

赤塚，吉沢各公民館開設 

赤塚公民館新設により，旧赤塚公民館は上中妻公

民館に名称変更（赤塚連絡所に併設） 

上中妻小学校，共同調理場方式に移行 

ＭＥＦ（英語指導主事助手）を招致 

図書館整備計画策定 

田野市民運動場に夜間照明塔設置（4面） 

移動図書館「こうぶん2号」運行開始 

第１回水戸市学校保健大会開催 

青柳公園市民プールをタイル貼りに改修 

少年自然の家多目的ホール完成 

市立幼稚園 2年保育実施（上大野・国田・柳河・

山根各幼稚園） 

上中妻公民館，上中妻小学校跡地へ新築移転 

財団法人水戸市スポーツ振興協会発足 

小吹運動公園屋内プール・体育館・野球場開設 

大塚農民館開設 

水戸市第3次総合計画策定 

水戸市立競技場開設 

上中妻市民運動場開設 

堀原公民館開設 

千波公園テニスコート開設（近代美術館建設に伴

う移転） 

元石川市民運動場開設 

元吉田市民運動場開設 

「市民総合運動会」を「市民スポーツの祭典」に

名称変更（以後平成10年度まで実施） 

63. 4. 1 

 

 

5. 9 

 

 

10. 1 

平1. 4. 1 

 

 

 

4. 2 

8. 1 

2. 5. 1 

 

 

 

     5 

3. 4. 1 

4. 3. 2 

 

 

 

3. 3 

 

 

 

 

4.23 

 

5.16 

 

5. 4.16 

   5 

11. 1 

 

6. 3.31 

4. 1 

 

 

 

 

 

 

6.13 

6.30 

 

12.20 

 

7. 3.31 

4. 1 

7.19 

7.29 

8. 3.25 

4. 1 

 

元石川市民運動場夜間照明塔設置 

中央公民館を廃止し，同所に三の丸公民館開設 

五軒公民館開設 

常磐幼稚園にことば・こころの教室「すぎの子学

級」開設 

若宮市民運動場開設 

山根公民館開設 

行政組織の見直しにより，社会教育課の文化係を

文化振興係に，水戸市立図書館を水戸市立中央図

書館に改称 

米飯給食を週2回から週3回に増やす 

東部図書館開設 

図書館の電子計算機本稼動 

中学校全校（13校）に英語指導助手を配置 

この年，市立小学校27校531学級，児童数17,862

人，中学校13校249学級，生徒数9,376人，幼稚

園23園39学級，園児数1,063人 

中学校3校で初めて船中泊を実施 

千波中学校開校 

小学校25校の給食用食器改善実施（以後4年計画

で樹脂製に改善） 

総合運動公園テニスコート 12 面を砂入り人工芝

コートに改修 

常澄村合併により，下大野小・幼，稲荷第一小・

幼，稲荷第二小・幼，大場小・幼，常澄中，常澄

中央公民館，大串貝塚ふれあい公園，常澄健康管

理トレーニングセンター，常澄運動場，常澄学校

給食センターを編入 

西部図書館開設 

石川市民運動場開設 

緑岡幼稚園にことば・こころの教室「たんぽぽ学

級」開設 

五軒公民館移転開設 

市内全中学校で船中泊を実施 

水戸市生涯学習推進本部設置 

水戸市生涯学習推進基本計画策定 

三の丸，中城，双葉台，堀幼稚園を廃園 

行政組織の見直しにより，指導室と教育研究所を一

体化し総合教育研究所開設，三の丸公民館にみと

好文カレッジ開設，社会教育課を生涯学習課に改称 

幼稚園長専任制導入 

ことば・こころの教室「ひまわり学級」を三の丸

幼稚園から浜田幼稚園に移転 

水戸市立幼稚園全園2年保育実施 

水戸市第4次総合計画策定 

総合運動公園市民球場スコアボードを磁気反転式

スコアボードに改修 

三の丸公民館を旧教育研究所跡へ移転開設 

旧三の丸公民館をみと好文カレッジに名称変更 

新荘幼稚園を廃園 

国田小学校，国田中学校移転開校 

総合運動公園に砂入り人工芝コート5面を増設 

宮西公民館を石川公民館に名称変更し，移転開設 

少年自然の家キャンプ場・飯ごう場増築 

稲荷第二小学校移転開設 

市立博物館に新博物館開設準備室を設置 
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年月日 事    項 年月日 事    項 

9. 2. 1 

3. 8 

3.15 

4. 1 

9. 1 

11.26  

12.10 

10. 7.13 

 

10.29 

11. 2. 1 

3.19 

 

4. 1 

 

 

10.31 

 

11.11 

12. 1. 1 

 

4. 1 

 

4.28 

5. 1 

 

 

12.26 

13. 3.15 

4. 1  

 

 

 

7. 2 

7.12 

 

9. 1 

11.30 

12. 3  

14. 4. 1 

 

 

 

 

6. 1 

8 

 

 

15. 2. 6 

4. 1 

 

 

 

 

6. 1 

10. 1 

大場公民館開設 

総合運動公園市民球場照明塔完成 

少年自然の家創作のやかた完成 

稲荷第二幼稚園移転開設 

稲荷第二公民館開設 

三の丸小学校校舎・プール完成 

図書館の電子計算機新システム本稼動 

水戸市青少年育成連絡協議会を解散し，水戸市青

少年育成推進会議に再編 

常澄中学校校舎完成 

水戸市立図書館基本計画策定 

酒門小学校特別教室棟完成 

国田市民運動場，渡里市民運動場廃止 

第二中学校に「言語障害通級学級」開設 

行政組織の見直しにより，体育課に市民運動場建

設事務所を設置 

市制施行 110周年記念千波湖スポーツフェスティ

バル実施（以後毎年実施） 

生涯学習都市宣言 

下大野公民館開設 

常澄中央公民館を稲荷第一公民館に名称変更 

行政組織の見直しにより，体育課に全国高校総体

推進室を設置 

移動天文車「ミレニアムスター」稼動 

この年，市立小学校31校456学級，児童数14,423

人，中学校15校218学級，生徒数7,504人，幼稚

園22園47学級，園児数1,232人 

第三中学校校舎完成 

小中学校インターネット接続拠点整備 

行政組織の見直しにより，体育課全国高校総体推

進室を廃止し，全国高校総体課（総務広報係，競

技式典係，保健輸送係）を新設 

市立博物館新博物館開設準備室を廃止 

水戸市生涯学習推進基本計画改定 

一中節三味線が重要無形文化財となり，宇治文蝶

氏が人間国宝となる 

稲荷第一幼稚園仮設園舎に移転 

学校間ネットワーク「まごころネット」運用開始 

水戸市青少年育成基本計画策定 

行政組織の見直しにより，体育課市民運動場建設

事務所を廃止 

水戸市青少年育成推進本部設置 

水戸市立サッカー・ラグビー場（ツインフィール

ド）及び河和田市民運動場開設 

小中学校に学校評議員設置 

全国高等学校総合体育大会開催（市内開催競技：

ソフトテニス，弓道，フェンシング） 

水戸市基礎学力調査実施（平成14年～平成16年） 

稲荷第一小学校校舎完成 

行政組織の見直しにより，青少年課育成係と青少

年センターを再編し，青少年育成センター（育成

係，相談指導係）を設置するとともに，全国高校

総体課及び常澄学校給食センターを廃止 

双葉台公民館を移転開設 

幼稚園に学校評議員設置 

いばらきスポーツ施設予約システム運用開始 

16. 3.24 

 

3.29 

 

5. 1 

12.20 

 

17. 2. 1 

 

 

 

 

2.10  

3. 7  

3.11 

3.23 

4. 1 

 

 

6. 1 

18. 1.11 

  

4. 1 

 

 

 

 

 

 

5.15 

19. 3.29 

3.31 

4. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.20 

20. 3.18 

3.31 

4. 1 

 

 

 

4.20 

6. 9 

構造改革特別区域計画「水戸市幼・小・中英会話

教育特区」認定 

茨城大学教育学部と水戸市教育委員会との地域連

携に関する協定締結 

飯富市民運動場廃止 

双葉台小学校管理・教室棟の 1階特別支援教室及

び廊下の部分焼失 

内原町合併により鯉淵小・幼，妻里小・幼，内原

小中，内原中央公民館，内原くれふしの里古墳公

園，内原郷土史義勇軍資料館，内原ヘルスパーク，

鯉淵市民運動場，中妻市民運動場及び内原市民運

動場を編入 

新荘小学校校舎及び屋内運動場完成 

水戸市第5次総合計画策定 

双葉台小学校開放学級の資料室及び廊下の部分焼失 

稲荷第一幼稚園園舎完成 

中央・東部・西部図書館館内奉仕係を図書係に，

中央図書館館外奉仕係を普及係に改称，同館に新

館開設準備係を設置 

教育委員会ホームページ運用開始 

総合教育研究所ホームページから安全対策情報の

提供開始 

行政組織の見直しにより，生涯学習課に文化財係

を設置，みと好文カレッジに指導係を設置，全公

民館（内原地区を除く。）に市民センターを併設，

中央図書館普及係を同図書係に統合 

体育施設の指定管理者に（財）水戸市スポーツ振

興協会を指定 

見和図書館開設 

各市立幼稚園で預かり保育の実施 

内原幼稚園園舎完成 

上大野，柳河，山根，下大野，大場幼稚園を廃園 

行政組織の見直しにより，事務局の課を「総務課

（庶務係・経理係），学校教育課（学事係・施設

係），生涯学習課（社会教育係・文化振興係・文

化財係），青少年育成センター（育成係・相談指

導係），体育課（体育係・保健係）」から「教育

企画課（総務係・教育企画係），学校教育課（学

事係・保健給食係），学校施設課（経理係・施設

係），生涯学習課（社会教育係・青少年育成係），

文化振興課（文化振興係・文化財係），スポーツ

振興課（市民スポーツ係・体育施設係）」に改編

するとともに，学校給食共同調理場管理係を同調

理係に統合し，総合教育研究所管理係を放課後児

童対策係に，同指導係を学校教育指導係に改称 

鯉淵幼稚園を内原幼稚園に名称変更し，移転開設

（内原保育所との幼保一体化施設） 

水戸市立サッカー・ラグビー場 1 面を人工芝に改修 

第二中学校改築1期校舎完成 

移動図書館の廃止 

行政組織の見直しにより，文化振興課に世界遺産

推進係を設置するとともに，博物館管理係を同学

芸係に統合 

みと好文カレッジを総合教育研究所内に移転 

常澄図書館開設 

新荘公民館を移転開設 
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年月日 事    項 年月日 事    項 

12.19 

21. 3.27 

4. 1 

 

 

8.21 

10.26 

 

11. 3 

 

12.28 

22. 1.26 

2. 2  

2. 4  

 

 

4. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

4.16 

5. 1 

 

 

23. 3.14 

 

 

 

4. 1 

 

12.20 

24. 2. 3 

2.18 

4. 1 

 

 

 

 

 

9.29 

25. 4. 1 

 

10. 1 

10.16 

26. 3. 3 

3.31 

4. 1 

水戸市幼児教育振興基本計画策定 

水戸市学校給食基本計画策定 

行政組織の見直しにより，文化振興課に世界遺産

推進室を設置するとともに，総合教育研究所教育

相談係を支援相談係に改称 

市立競技場のネーミングライツスポンサーが決定 

水戸市新生涯学習推進基本計画策定 

水戸市新図書館基本計画策定 

市立競技場大規模改修工事竣工，ネーミングライツに  

より，呼称を「ケーズデンキスタジアム水戸」とする  

常磐小学校改築校舎完成 

第二中学校改築2期校舎完成 

第二中学校改築屋内運動場及び武道場完成 

「水戸市歴史的風致維持向上計画」が主務大臣（文

部科学大臣，農林水産大臣，国土交通大臣）から

認定される 

行政組織の見直しにより，教育企画課教育企画係

を企画係に，文化振興課を文化課に，同課文化振

興係を芸術文化係に，同課世界遺産推進室世界遺

産推進係を同室世界遺産係に，同課出先機関の大

串貝塚ふれあい公園を埋蔵文化財センターに，ス

ポーツ振興課をスポーツ課に，同課体育施設係を

施設係に，総合教育研究所放課後児童対策係を放

課後児童係に改称 

内原中央公民館を除く 31 公民館を市民センター

に一本化 

内原図書館開設 

この年，市立小学校34校519学級，児童数14,372

人，中学校16校233学級，生徒数6,922人，幼稚

園19園44学級，園児数976人 

23.3.11 の東日本大震災により，教育企画課，学

校教育課，学校施設課及び生涯学習課を総合教育

研究所内に，文化課を埋蔵文化財センター内に，

スポーツ課を市立競技場内に仮移転 

学校廃合により，山根小学校を廃校し，双葉台小

学校に編入 

文化課及びスポーツ課を総合教育研究所内に移転 

教育委員会事務局を水戸市笠原町 978 番地の 5 に設置  

第10回全国藩校サミットin水戸を開催 

行政組織の見直しにより，幼児教育課（幼児教育

係，保育所係）を三の丸臨時庁舎内に設置すると

ともに，13保育所を教育委員会に移管 

学校給食共同調理場の調理等の業務を民間委託化 

(財)水戸市スポーツ振興協会が公益財団法人に移行 

河和田保育所を移転開設 

第二中学校内に二の丸展示館開設 

行政組織の見直しにより，学校給食共同調理場調

理係を管理係に改称 

緑岡幼稚園改築園舎完成 

石川幼稚園改築園舎完成 

水戸市第6次総合計画策定 

大場小学校改築校舎完成 

行政組織の見直しにより，幼児教育課に教育・保

育新制度準備係を設置 

国田幼稚園を国田小中学校校舎内に移転 

国田小中学校で小規模特認校制度開始 

 

 

6. 6 

27. 3. 1 

3.25 

3.31 

4. 1 

 

 

 

 

 

 

4.24 

 

 

7. 3 

8.28 

12.11 

28. 3.23 

 

3.31 

4. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 7 

10. 5 

29. 3.22 

3.31 

4. 1 

 

 

 

 

7.31 

9.25 

30. 1.11 

 

1.31 

    2.22 

    3.15 

    4. 1 

白梅保育所を移転開設 

単独調理校(常磐小)の調理等の業務を民間委託化 

鯉淵小学校改築校舎完成 

旧水戸城大手門等復元整備促進実行委員会発足 

水戸市学校給食基本計画（第2次）策定 

浜田幼稚園改築園舎完成 

行政組織の見直しにより，教育部を設置 

幼児教育課の教育・保育新制度準備係を廃止し，

認定・収納係を設置 

文化課を歴史文化財課に改称し，芸術文化係を文

化交流係として市長部局文化交流課へ移管 

スポーツ課を市長部局へ移管 

単独調理校（双葉台小）の調理等の業務を民間委託化  

弘道館，偕楽園，水戸彰考館跡，日新塾跡，大日

本史を構成文化財とした「近世日本の教育遺産群

－学ぶ心・礼節の本源－」が日本遺産に認定 

酒門幼稚園改築園舎完成 

水戸市図書館基本計画（第3次）策定 

水戸市教育施策大綱策定 

水戸市生涯学習推進基本計画（第4次）策定 

水戸市青少年・若者育成基本計画（第2次）策定 

大場小学校改築屋内運動場完成 

行政組織の見直しにより，学校給食共同調理場に

経理係を設置 

国田義務教育学校(通称：さわやか国田学園)を開設 

学校給食費の公会計化を実施 

単独調理校（浜田・渡里小）の調理等の業務を民

間委託化 

全市民センター所長に生涯学習課長補佐を併任発令 

東部・西部・見和・常澄図書館に指定管理者制度

を導入 

耐震補強工事及び設備改修に伴い，中央図書館を

内原図書館内に移転 

耐震補強工事及び設備改修に伴い，博物館を休館 

見川中学校改築校舎完成 

教育委員会新制度へ移行 

少年自然の家大規模改造工事完了 

学校給食共同調理場改築工事完了 

単独調理校（三の丸小・稲荷第一小）の調理等の

業務を民間委託化 

市立全小中学校において併設型小学校・中学校に

移行 

校務支援システム運用開始 

下大野小学校長寿命化改良校舎完成 

幼児教育振興基本計画（第２次）策定 

水戸市文化財保護・保存・活用基本計画（第２次）

策定 

浜田小学校長寿命化改良屋内運動場完成 

中央図書館・博物館耐震補強及び設備改修工事完了 

見川小学校・中学校改築屋内運動場完成 

行政組織の見直しにより，「学校教育課（学事係，

保健給食係）及び学校給食共同調理場（管理係，

経理係）」から「学校管理課（学校管理係，学事係），

学校保健給食課（管理係）及び学校給食共同調理

場（給食係）」に改編するとともに，幼児教育課の

係を運営管理係，入園入所係，施設給付係に改称 
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年月日 事    項 年月日 事    項 

 

 

 

 

 

 

 7 

10. 1 

 

11. 9 

12.25 

 

 

31. 1. 4 

 

2.13 

 

2.28 

 

3.20 

 

3.26 

3.29 

3.31 

 

 

4. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令1. 8.20 

10. 1 

2. 1.12 

   1.14 

 2. 4 

 

 2.25 

3.15 

3.31 

4. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上大野，下大野，大場小学校で小規模特認校制度

開始 

単独調理校(見川小)の調理等の業務を民間委託化 

水戸市地域文化財制度を創設 

中央図書館及び博物館を再開 

内原図書館に指定管理者制度を導入 

水戸市運動部活動活動方針策定 

市立全小・中・義務教育学校に教育用タブレット

型端末を導入 

新市庁舎完成（現・中央１丁目４番１号） 

教育企画課，学校管理課，学校保健給食課，学校

施設課，生涯学習課，歴史文化財課を総合教育研

究所内から新市庁舎内に移転 

幼児教育課を三の丸臨時庁舎内から新市庁舎内に

移転 

市立全小・中・義務教育学校の普通教室及び特別

教室に空調設備を設置 

市立全小・中・義務教育学校に学校図書館蔵書管

理システムを設置 

河和田城跡及び薬師堂の民間信仰資料群を水戸市

地域文化財第１号に認定 

水戸市歴史的風致維持向上計画（第２期）認定 

内原中学校長寿命化改良屋内運動場完成 

内原市民センター設置に伴い，内原中央公民館を

廃止するとともに，内原郷土史義勇軍資料館及び

くれふしの里古墳公園を歴史文化財課へ移管 

行政組織の見直しにより，放課後児童課（管理係，

開放学級係）を総合教育研究所内に設置するとと

もに，総合教育研究所の放課後児童係を管理係に

改称 

単独調理校（千波小・笠原小・吉沢小）の調理等

の業務を民間委託化 

梅が丘小の開放学級及び放課後子ども教室の運営

を民間委託化 

市立全小・中・義務教育学校に学校運営協議会制

度（コミュニティ・スクール）を導入 

水戸市教育施策大綱を変更 

幼児教育・保育の無償化開始 

成人の日式典をアダストリアみとアリーナで挙行 

吉田小学校長寿命化改良１期校舎完成 

水戸城大手門開門・開通 

水戸城跡二の丸展示館リニューアルオープン 

水戸市立幼稚園の再編方針策定 

水戸市学校施設長寿命化計画策定 

五軒幼稚園を廃園 

中核市水戸誕生 

単独調理校（吉田小・梅が丘小）の調理等の業務

を民間委託化 

稲荷第一幼稚園・常澄保育所を幼保連携型認定こ

ども園に移行し，常澄認定こども園を設置 

内原幼稚園・内原保育所を幼保連携型認定こども

園に移行し，内原認定こども園を設置 

飯富幼稚園を飯富小学校校舎内に移転 

緑岡小ほか12校の開放学級及び放課後子ども教室

の運営を民間委託化 

総合教育研究所内に笠原小学校通級指導教室を設置 

  5. 1 
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  6.27 

9.16 

10．8 

  11. 2 

 4. 3.15 

 3.31 

この年，市立小学校32校528学級，児童数12,980

人，中学校15校237学級，生徒数6,402人，義務

教育学校１校９学級，児童・生徒数 144人，幼稚

園16園26学級，園児数 367人，幼保連携型認定

こども園２園12学級，園児数183人 

上大野小学校長寿命化改良校舎完成 

市立全小・中・義務教育学校に児童生徒１人１台

の教育用タブレット型端末整備完了 

水戸市教職員の働き方改革基本方針策定 

見川小学校改築校舎完成 

飯富幼稚園及び稲荷第二幼稚園を廃園 

行政組織の見直しにより，学校施設課に事業係を

設置 

埋蔵文化財センターに調査係を設置 

放課後児童課の開放学級係を廃止 

総合教育研究所に教育研究課を設置し，総合教育

研究所の各係に加え，情報教育係を設置 

単独調理校（寿小・石川小）の調理等の業務を民

間委託化 

石川幼稚園を幼稚園型認定こども園に移行し，石

川認定こども園を設置 

幼稚園のことば・こころの教室を市長部局障害福

祉課へ移管 

全校で開放学級及び放課後子ども教室の運営を民

間委託化 

水戸城二の丸角櫓公開 

笠原小学校増築１期校舎完成 

吉田小学校長寿命化改良２期校舎完成 

酒門小学校長寿命化改良１期校舎完成 

三の丸小学校長寿命化改良屋内運動場完成 

城東幼稚園，千波幼稚園，梅が丘幼稚園及び妻里

幼稚園を廃園 
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令和３年４月１日現在

※

　 8 人 　 4 人

2 人

　 9 　 4 人

3 人

6 人 4 人
　 　

4 人

　 人 　 5 人

7 人

3 人

　 人 　 2 人

3 人

4 人

２園（  23人）　

事 業 係
学校の施設，市立の教育・保育施設の整備計画の策定，施設整備に係
る用地の取得

県費負担教職員の任免・人事，教員免許状，学校事故，その他他の主
管に属さない学校の管理

学校の保健，学校医・学校歯科医・学校薬剤師，医療費援助，学校の
環境衛生，学校の安全，通学の安全確保，食材料の調達・費用の支払
い，給食費，市立の教育・保育施設の給食，学校給食共同調理場

経 理 係

施 設 係

学校の予算経理，学校の財務事務の指導，教材・教具等の整備

32校（ 34人）小 学 校

学 校 給 食
共 同 調 理 場

学校の設置・廃止，学区，就学事務，学校に係る調査統計，教科書の
無償給与，就学の奨励・援助，私学振興（幼稚園を除く），奨学資金

児童福祉法に基づく保育の実施，教育・保育給付認定，利用者負担金
の収納，子育てのための施設等利用給付

給 食 係

運 営 管 理 係

13園（  38人）　※うち人事交流　15人

保育所及び幼保連携型認定こども園の設置の認可,家庭的保育事業等
の認可，認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。)の認定，特
定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認，施設型給付及び
地域型保育給付，助成

幼児教育の企画・調整・推進，市立の教育・保育施設の設置・廃止，
市立の教育・保育施設の運営，市立の教育・保育施設の予算経理，市
立の教育・保育施設の保健，その他他の主管に属さない市立の教育・
保育施設の管理

教育委員会の所掌に係る条例・規則等，教育委員会の会議，教育行政
に関する相談，職員の人事・身分・服務・研修及び福利厚生，職員の
給与，秘書事務・渉外，公印の管守，文書の収発・編さん・保存，そ
の他他の主管に属さないこと

総 務 係

保 育 所

１園（  ４人）　※うち人事交流　2人
幼 稚 園 型 認 定
こ ど も 園

11所（  92人）　※うち人事交流 ９人

学校の施設，市立の教育・保育施設の維持管理

中 学 校

事務局各課及び各教育機関の調整，教育行政の施策・事業に係る企
画・調整・進行管理，特命事項

５人

学校給食，共同調理場の維持管理，学校給食の調理，調理場の予算経
理・庶務，水戸市立共同調理場運営委員会

 1校（ ２人）

学 校 管 理 係

15校（ 10人）

施 設 給 付 係

幼保連携型認定
こ ど も 園

教育部長

入 園 入 所 係

幼 稚 園

  2 人
・県費負
担教職員
担当
・学校施
設環境整
備担当

12

教育機関

幼 児 教 育 課

17

学校保健給 食課

教 育 企 画 課

義 務 教 育 学 校

管 理 係

企 画 係

教 育 部

学 校 施 設 課

教 育 長

教育委員会機構と職員数

参 事

教 育 委 員 会

人

教育委員会事務局（出先機関を含む。）

学 校 管 理 課

学 事 係
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　 8 人 　 2 人

3 人

4 人
　

　 3 人

　 8 人 　 4 人

　

4 人

　

　 5 人 　 3 人

　 人 　 3 人

　 7 人

人

1 人

　 3 人

 4 人

 4 人

　 2 人

学校運営・教科等の調査研究，生涯学習の調査研究，教職員の研修，
情報の活用，教育実習，教育研究団体，大学等との地域連携

大串貝塚ふれあい公園の維持管理，埋蔵文化財の調査・出土文化財等
の整理・収蔵・展示等，埋蔵文化財の所在の照会等，埋蔵文化財セン
ターの予算経理・庶務，内原くれふしの里古墳公園の維持管理

情報教育係

学 校 教 育
指 導 係

市立図書館の業務の電算処理，学校・市民センター等との連携，中央
図書館の事業の企画運営，図書館資料の収集・整理・保存・提供，読
書活動の推進，団体貸出し，郵送貸出し，視聴覚ライブラリー

市立図書館の予算経理，水戸市立図書館協議会，指定管理者が管理業
務を行う図書館の指導・監督，中央図書館の維持管理，中央図書館の
庶務，その他他の係の主管に属さないこと

管 理 係

農耕の文化に関する資料の展示，その他設置目的の達成に必要な事業

19 人

研究所の維持管理，研究所の予算経理・庶務，水戸市総合教育研究所
運営委員会，その他他の係に属しないこと

教育課程・学習指導その他教育活動に係る指導，英会話教育，教科書
の採択

放課後児童健全育成事業の企画・推進，開放学級事業を実施する施
設，民間学童クラブの助成，放課後子ども教室

世界遺産の登録推進

人

放 課 後 児 童 課

大塚農民館

博物館の維持管理，博物館事業の企画運営，博物館資料の調査研究，
博物館の予算経理・庶務，水戸市立博物館協議会，農民館

博 物 館

12

人

調 査 係

5

人

文化財，歴史的風致維持向上，史跡等の整備，博物館，内原郷土史義
勇軍資料館

生涯学習推進事業の企画運営，市民センターにおける社会教育事業の
企画・助言指導，好文カレッジの予算経理・庶務，みと好文カレッジ
運営審議会

5

青少年教育，子どもの広場，社会環境浄化，茨城県知事の権限に属す
る事務の処理の特例に関する条例第２条の表1の項・水戸市茨城県青
少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則に規定する事務，
少年自然の家

生涯学習振興施策の総合調整，社会教育，社会教育委員，市民セン
ターにおける社会教育事業の予算経理，みと好文カレッジ

資料館の維持管理，資料館の事業の企画運営，資料館資料の調査研
究，資料館の庶務

2

5

少年自然の家の維持管理，少年自然の家の事業の企画運営，少年自然
の家の予算経理・庶務，水戸市少年自然の家運営委員会，移動天文車

人
み と 好 文
カ レ ッ ジ

青 少 年 育 成 係

教育相談，適応指導教室，教育支援，特別支援教育，青少年相談

内 原 図 書 館

内 原 郷 土 史
義 勇 軍 資 料 館

埋 蔵 文 化 財
セ ン タ ー

世界遺産推進室

常 澄 図 書 館

社 会 教 育 係

管 理 係

学 芸 係

　

文 化 財 係

世界遺産係

少 年 自 然 の 家

支援相談係

管 理 係

情報教育の推進，学校の情報機器

見 和 図 書 館

中 央 図 書 館

東 部 図 書 館

西 部 図 書 館

教 育 研 究 課

1

研究研修係

総合教育研 究所

（指定管理による運営）

指 導 係

  2 人
・県費負
担教職員
担当
・学校施
設環境整
備担当

生 涯 学 習 課

図 書 係

歴 史 文 化 財 課
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